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宅
の
伝
貰
制
度

(
l
)
 

韓
国
政
府
の
発
表
に
よ
る
と
一
九
九
O
年
の
住
宅
の
保
有
率
は
都
市
地

(
2
)
 

域
が
四
一
・
六
%
、
郡
地
域
が
七
七
%
で
全
国
の
平
均
は
五
0
・
六
%
で

あ
っ
た
が
、
そ
の
後
首
都
圏
の
開
発
等
に
よ
る
大
規
模
な
ア
パ
ー
ト
団
地

の
建
設
の
結
果
、
一
九
九
五
年
に
は
住
宅
の
保
有
率
は
七
一
・
二
六
%
に

(3) 

な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
住
宅
の
保
有
率
は
と
て
も
高
く
な
っ
た
が
、
他
人
所
有
の

住
宅
を
借
り
て
居
住
す
る
人
は
少
な
く
な
い
。
そ
し
て
そ
の
場
合
に
は
殆

(4) 

ん
ど
「
伝
貰
金
」
、
「
伝
貰
保
証
金
」
、
「
賃
借
保
証
金
」
、
「
保
証
金
」
と
い

う
形
態
で
住
宅
の
価
格
の
五

i
八
割
に
達
す
る
金
額
を
入
居
時
に
所
有
者
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に
支
払
い
、
契
約
期
間
の
満
了
の
際
に
そ
の
伝
賞
金
の
全
額
を
返
し
て
も

ら
う
形
態
の
い
わ
ゆ
る
「
伝
貰
(
ジ
ョ
ン
セ
)
制
度
」
が
利
用
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
「
伝
貰
」
と
い
う
の
は
韓
国
の
慣
習
と
し
て
伝
わ
っ
て
来
た
も

の
で
、
現
在
は
取
引
形
態
の
一
つ
と
し
て
確
立
し
て
い
る
。

(

5

)

(

6

)

 

韓
国
の
住
宅
は
単
独
住
宅
と
共
同
住
宅
(
多
世
帯
住
宅
、
聯
立
住
宅
、

ア
パ
ー
ト
等
)
に
大
別
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
多
様
な
住
宅
の
中
で
ア

パ
ー
ト
の
比
率
は
特
に
高
い
。
ま
た
住
宅
の
大
き
さ
は
坪
数
で
区
分
さ
れ
る
。

例
え
ば
、
ア
パ
ー
ト
の
大
き
さ
は
庶
民
層
を
対
象
に
す
る
十
五
坪
程
の

も
の
も
あ
る
が
、
二
三
坪
、
三
二
坪
、
三
八
坪
、
四
三
坪
、
五
五
坪
、
六

O
坪
以
上
等
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
一
般
の
会
社
員
、
公
務
員
等
普
通
の
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
は
だ
い
た
い
三
二
坪
程
の
ア
パ
ー
ト
に
住
ん
で
い
る
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
ア
パ
ー
ト
の
値
段
は
地
域
と
建
築
年
度
等
に
よ
っ
て
異
な

(
7
)
 

る
が
、
ソ
ウ
ル
の
場
合
三
二
坪
程
は
二

1
一
一
一
億
ウ
ォ
ン
、
五
五
坪
程
は
五

億
ウ
ォ
ン
ぐ
ら
い
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
伝
貰
金
は
現
在
で
は

(8) 

住
宅
の
価
格
(
相
場
)
の
約
五
割
程
だ
と
思
わ
れ
る
。

伝
貰
制
度
に
つ
い
て
具
体
的
に
見
て
み
よ
う
。
例
え
ば
ソ
ウ
ル
に
あ
る

時
価
三
億
ウ
ォ
ン
程
度
の
一
一
一
一
一
坪
の
ア
パ
ー
ト
を
伝
貰
で
借
り
る
と
一
億

五
千
万
ウ
ォ
ン
程
の
伝
貰
保
証
金
を
入
居
時
に
、
所
有
者
に
一
括
払
い
で

(9) 

支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
契
約
期
間
(
主
に
二
年
間
)
が
満
了
す
る
と

そ
の
伝
貰
保
証
金
の
一
億
五
千
万
ウ
ォ
ン
を
全
部
返
し
て
も
ら
う
。
も
ち

ろ
ん
借
り
る
者
は
毎
月
家
賃
(
韓
国
で
の
法
律
的
な
用
語
は
か
借
賃
H

で

あ
る
が
、
一
般
的
に
は
「
月
貰
(
ウ
オ
ル
セ
ご
と
呼
ば
れ
る
)
は
支
払

わ
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
特
約
に
よ
っ
て
上
記
の
伝
貰
保
証
金
一
億

五
千
万
ウ
ォ
ン
全
額
を
支
払
わ
な
い
で
、
例
え
ば
一
億
ウ
ォ
ン
は
伝
貰
保

(m) 
証
金
と
し
て
払
い
、
残
り
の
五
千
万
ウ
ォ
ン
に
対
し
て
は
利
率
を
適
用
さ

(
日
)

せ
て
毎
月
借
賃
(
月
賞
)
を
支
払
う
形
も
あ
る
。
し
か
し
日
本
の
よ
う
に

一
一
、
三
か
月
分
の
家
賃
(
借
賃
)
を
敷
金
(
保
証
金
)
と
し
て
約
定
す
る

形
は
、
住
宅
の
場
合
は
全
然
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
韓
国
で
他
人
の
住
宅
を
使
用
収
益
す
る
形
態
に
は
、
@

家
賃
を
全
然
払
わ
な
い
、
本
来
の
意
味
の
伝
貰
制
度
(
伝
貰
金
だ
け
支
払

う
)
と
、
⑤
相
当
な
金
額
を
伝
貰
保
証
金
と
し
て
払
っ
た
上
で
毎
月
家
賃

(ロ)

を
払
う
形
態
と
が
あ
る
が
、
実
際
に
は
前
者
①
の
伝
貰
制
度
が
住
宅
の
賃

(
日
)

借
形
態
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

非
居
住
用
建
物
の
伝
貰
制
度

こ
の
よ
う
な
伝
賞
制
度
は
非
居
住
用
建
物
、
す
な
わ
ち
工
場
、
事
務
室
、

庖
鋪
等
を
借
り
て
使
用
す
る
場
合
に
も
よ
く
利
用
さ
れ
る
。
二
、
三
か
月

分
の
倍
賃
だ
け
を
敷
金
(
保
証
金
)
と
し
て
払
っ
た
う
え
毎
月
借
賃
を
払

う
賃
貸
借
の
形
は
殆
ん
ど
な
い
。
も
っ
と
も
非
居
住
用
建
物
に
関
し
て
は
、

相
当
な
金
額
を
伝
貰
保
証
金
と
し
て
払
っ
た
う
え
毎
月
借
賃
も
払
う
上
記
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の
@
形
態
の
伝
貰
制
度
が
、
よ
く
利
用
さ
れ
る
。
し
か
し
法
律
的
な
取
扱

い
は
基
本
的
に
同
一
で
あ
る
。

転
伝
貰
な
い
し
転
貸

韓
国
で
は
、
法
制
度
上
は
、
物
権
法
上
の
「
転
伝
貰
権
」
(
伝
貰
権
者

が
ま
た
他
人
に
転
伝
賞
す
る
こ
と
を
い
う
。
民
法
三
O
六
条
)
と
、
債
権

法
上
の
「
転
貸
」
お
よ
び
「
賃
借
権
の
譲
渡
」
(
民
法
六
二
九
条
)
が
設

け
ら
れ
て
い
る
が
、
現
実
に
は
住
宅
に
関
す
る
限
り
転
伝
貰
権
、
転
貸
制

度
、
賃
借
権
の
譲
渡
等
は
殆
ん
ど
利
用
さ
れ
て
い
な
い
。
住
宅
の
伝
貰
保

証
金
は
賃
借
入
に
と
っ
て
は
全
財
産
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
大
事
な
も
の
で

あ
り
、
賃
貸
人
に
と
っ
て
も
複
雑
な
法
律
関
係
は
避
け
た
い
の
で
、
両
当

事
者
の
ど
ち
ら
も
法
律
関
係
を
単
純
に
し
て
お
き
た
い
と
考
え
て
い
る
か

ら
で
あ
ろ
う
。

権
利
金

権
利
金
と
い
う
の
は
不
動
産
賃
貸
借
に
付
随
し
て
、
主
に
目
的
物
に
関

す
る
特
殊
な
場
所
的
利
益
の
代
価
と
し
て
賃
借
入
が
賃
貸
人
(
ま
た
は
従

前
の
賃
借
人
)
に
支
払
う
金
銭
で
あ
る
。
こ
れ
は
賃
借
保
証
金
と
は
完
全

に
別
個
の
も
の
で
、
法
的
に
も
返
還
し
て
も
ら
う
権
利
は
な
い
。
権
利
金

は
営
業
用
建
物
に
つ
い
て
授
受
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
そ
の
額
は
借

四

貨
の
十
倍
か
ら
な
ん
百
倍
ま
で
多
様
な
の
で
、
一
律
的
に
い
う
こ
と
は
で

き
な
い
。
し
か
し
住
宅
に
限
る
と
権
利
金
の
授
受
は
一
切
な
い
。

北法50(4・186)862

第
二
節

伝
貰
制
度
の
沿
革
、
典
権
と
の
差
異

韓
国
の
伝
貰
制
度
は
一
九
一

O
年
以
前
か
ら
あ
っ
た
と
見
ら
れ
て
い
る
。

伝
貰
制
度
に
対
す
る
一
番
古
い
文
献
は
朝
鮮
総
督
府
取
調
局
発
行
の
「
慣

習
調
査
報
告
書
」
(
一
九
二
二
年
)
だ
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
日
帝
時
代
の

朝
鮮
高
等
法
院
の
裁
判
例
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
制
度
は
六
・
二
五
戦
争

(
一
九
五
O
年
1
一
九
五
三
年
)
以
後
、
全
国
的
に
幅
ひ
ろ
く
利
用
さ
れ

(M) 

て
き
た
と
い
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、

一
九
二
九
年
公
布
さ
れ
た
中
華
民
国
民
法
、

公
布
さ
れ
た
満
洲
民
法
が
物
権
と
し
て
規
定
し
た
典
権
と
韓
国
の
伝
貰
と

の
聞
に
は
同
じ
点
が
多
い
。
し
か
し
典
権
の
場
合
は
、
典
権
の
設
定
者
が

典
物
回
収
請
求
権
を
行
使
し
て
典
権
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
、
典

物
回
収
請
求
権
の
行
使
な
く
一
定
の
期
聞
が
経
過
す
れ
ば
奥
物
自
体
の
所

有
権
は
典
権
者
に
帰
属
す
る
点
ゃ
、
典
権
の
設
定
者
が
典
物
を
他
に
売
り

渡
す
場
合
に
典
権
者
に
先
買
権
が
付
与
さ
れ
て
い
る
点
等
で
韓
国
の
伝
貰

と
違
う
と
い
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、
一
九
五
八
年
の
韓
国
民
法
の
制
定
の

(
日
)

時
に
典
権
を
参
考
に
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

一
九
三
七
年



第

節

伝
賞
金
の
経
済
的
作
用

韓国における住宅賃貸借

(
民
)

(
こ
伝
貰
保
証
金
は
、
借
主
一
の
家
賃
の
不
払
、
目
的
物
の
滅
失
、
致
損

等
の
よ
う
な
使
用
・
収
益
契
約
関
係
で
発
生
し
得
る
借
主
の
あ
ら
ゆ
る
債

務
を
担
保
す
る
の
で
保
証
金
と
し
て
の
性
質
も
持
っ
て
い
る
。
家
賃
の
不

払
、
目
的
物
の
致
損
等
が
あ
る
と
き
に
は
家
主
は
こ
の
伝
貰
保
証
金
か
ら

自
身
の
被
っ
た
損
害
額
を
控
除
し
、
残
り
の
保
証
金
だ
け
借
主
に
返
還
す

れ
ば
よ
い
。
万
が
一
損
害
額
に
充
当
す
る
伝
貰
保
証
金
の
金
額
が
足
り
な

く
な
れ
ば
そ
の
残
額
に
対
し
て
弁
済
の
義
務
を
借
主
が
負
担
す
る
。

こ
の
よ
う
に
契
約
の
終
了
時
に
借
主
は
自
分
の
債
務
額
が
控
除
さ
れ
た

残
り
の
伝
貰
保
証
金
を
返
し
て
も
ら
う
が
、
大
多
数
の
場
合
に
は
、
借
主

と
し
て
損
害
賠
償
債
務
を
負
う
こ
と
は
殆
ん
ど
な
い
の
で
、
支
払
っ
た
伝

貰
保
証
金
額
を
全
部
返
し
て
も
ら
う
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

(
二
)
多
く
の
場
合
、
契
約
期
間
の
満
了
時
に
、
家
主
は
借
主
に
返
す
巨

額
の
伝
貰
保
証
金
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
、
家
主
は
第
三
者
に
そ
の
住
宅

を
ま
た
伝
貰
で
貸
し
て
そ
の
第
三
者
か
ら
も
ら
っ
た
新
し
い
伝
貰
保
証
金

で
前
の
借
主
に
そ
の
伝
貰
保
証
金
を
返
還
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

ま
た
住
宅
の
所
有
者
が
他
の
地
域
に
転
勤
し
た
り
或
は
伝
貰
で
よ
り
大

き
い
住
宅
に
住
も
う
と
す
る
場
合
も
、
自
分
の
住
宅
を
他
人
に
伝
貰
で
賃

貸
し
、
そ
の
も
ら
っ
た
伝
貰
保
証
金
で
他
の
住
宅
を
伝
貰
で
借
り
て
住
む

こ
と
が
多
い
。
こ
の
よ
う
に
自
分
の
住
宅
を
所
有
し
て
い
る
の
に
他
人
の

住
宅
を
伝
貰
で
借
り
て
居
住
し
て
き
た
家
主
が
、
自
分
の
所
有
住
宅
に
入

居
す
る
場
合
も
、
自
分
が
返
し
て
も
ら
っ
た
伝
貰
保
証
金
を
基
に
し
て
借

主
に
そ
の
伝
貰
保
証
金
を
返
還
し
、
自
己
所
有
の
住
宅
に
入
居
す
る
の
が

一
般
的
で
あ
る
。
要
す
る
に
伝
貰
保
証
金
相
当
の
金
銭
が
連
鎖
的
に
移
動

し
て
い
る
。

(
三
)
住
宅
を
購
入
す
る
特
に
買
受
代
金
が
不
足
す
る
た
め
に
買
受
予
定

の
住
宅
を
他
人
に
賃
貸
し
て
そ
の
伝
貰
保
証
金
を
買
受
代
金
に
充
当
す
る

こ
と
が
よ
く
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
一
億
ウ
ォ
ン
の
住
宅
を
購
入
す
る
の
に

四
千
万
ウ
ォ
ン
し
か
用
意
し
て
い
な
い
時
は
、
千
万
ウ
ォ
ン
ぐ
ら
い
は
銀

行
か
ら
融
資
を
受
け
る
が
、
残
り
の
五
千
万
ウ
ォ
ン
は
第
三
者
に
伝
貰
で

賃
貸
し
て
合
計
一
億
ウ
ォ
ン
を
作
っ
て
住
宅
を
購
入
す
る
。
も
ち
ろ
ん
自

分
は
他
の
所
で
住
む
。
実
際
に
お
金
が
足
り
な
い
庶
民
た
ち
に
は
こ
ん
な

買
受
の
形
態
が
多
い
。

(
四
)
伝
貰
保
証
金
の
授
受
を
家
主
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
そ
の
利
子
相

当
額
の
利
益
を
取
得
す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
韓
国
で
は
金
利
が
高
い
。

す
な
わ
ち
、
一
九
九
七
年
ま
で
は
銀
行
の
貸
出
利
率
は
お
よ
そ
年
一
二

1

一
六
%
、
預
金
利
率
も
年
八
1
一
O
%
程
で
あ
っ
た
し
、
銀
行
を
通
じ
な

い
私
債
利
率
は
月
二
分
(
年
二
四
%
)
で
あ
っ
て
、
一
九
九
八
年
初
(
所

謂

I
M
F
時
代
)
に
は
一
時
的
に
預
金
利
率
が
年
一
五
l
二
O
%
く
ら
い

北法50(4・187)863
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ま
で
急
上
昇
し
た
。
も
っ
と
も
現
在
の
貸
出
金
利
は
、
年
一
二
%
程
度
に

下
落
し
て
い
る
。
と
に
か
く
韓
国
で
は
高
金
利
の
た
め
に
伝
貰
保
証
金
に

対
す
る
利
子
相
当
額
が
借
賃
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
要
す
る
に

契
約
期
間
中
は
、
住
宅
使
用
の
代
償
(
借
賃
)
と
伝
貰
金
の
利
子
が
お
互

い
に
相
殺
さ
れ
る
形
に
な
る
。

家
主
側
か
ら
見
れ
ば
、
伝
貰
保
証
金
に
は
こ
の
よ
う
な
資
金
融
通
と
い

う
メ
リ
ッ
ト
の
ほ
か
に
、
毎
月
定
期
的
に
借
賃
を
徴
収
す
る
煩
わ
し
き
と

危
険
を
避
け
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。

第
二
章

他
人
の
住
宅
を
使
用
・
収
益
す
る
こ
つ
の
方
法

第
一
節

概
説

住
宅
は
人
間
ら
し
い
生
活
を
営
む
た
め
に
必
要
な
も
の
だ
か
ら
、
住
宅

問
題
は
国
民
生
活
に
お
い
て
最
も
基
本
的
な
問
題
で
あ
ろ
う
。
従
来
の
個

人
主
義
と
自
由
主
義
を
基
に
し
て
対
等
な
人
間
相
互
聞
の
自
由
競
争
関
係

を
規
律
し
て
き
た
市
民
法
思
想
は
、
現
在
、
人
間
相
互
間
の
不
平
等
な
自

由
契
約
関
係
を
規
律
し
て
人
間
ら
し
い
生
活
保
障
を
目
的
に
す
る
社
会
法

思
想
に
よ
っ
て
大
幅
に
修
正
を
受
け
て
い
る
。
韓
国
で
も
、
諸
外
国
の
趨

勢
に
従
っ
て
、
不
動
産
賃
貸
借
の
物
権
化
の
た
め
の
立
法
措
置
と
し
て
賃

借
入
を
積
極
的
に
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
住
宅
賃
貸
借
保
護
法
が

制
定
さ
れ
た
。

北法50(4・188)864

韓
国
の
現
行
民
法
上
、
他
人
の
住
宅
を
使
用
・
収
益
す
る
法
律
制
度
で

最
も
代
表
的
な
も
の
は
「
物
権
と
し
て
の
伝
貰
権
」
と
「
債
権
と
し
て
の

賃
借
権
」
で
あ
る
。
上
記
の
よ
う
に
他
人
の
住
宅
を
借
り
て
居
住
す
る
方

法
と
し
て
は
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
「
伝
貰
制
度
」
が
大
部
分
利

用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
法
律
的
に
構
成
す
れ
ば
、
①
正
式
に
伝

貰
権
登
記
を
し
て
物
権
と
し
て
保
障
さ
れ
る
「
伝
貰
権
」
制
度
と
、
②
債

権
法
上
の
賃
貸
借
契
約
の
法
理
で
規
律
さ
れ
る
債
権
法
上
の
賃
貸
借
契
約

(
日
)

H
債
権
的
伝
貰
契
約
に
大
別
さ
れ
る
。
同
一
の
事
実
関
係
を
物
権
法
上
の

権
利
関
係
と
債
権
法
上
の
権
利
関
係
の
何
れ
に
よ
っ
て
規
律
を
、
つ
け
る
か

は
両
当
事
者
の
選
択
と
合
意
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会

的
に
は
同
じ
伝
貰
制
度
が
、
法
律
的
に
は
、
両
当
事
者
の
選
択
に
よ
っ
て

物
権
法
に
よ
る
規
律
を
受
け
る
か
、
あ
る
い
は
債
権
法
に
よ
る
規
律
を
受

け
る
か
と
い
う
差
異
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
こ
の
二
つ
の
制
度
を
概
略
す
る
。

第
二
節

物
権
法
上
の
伝
貰
権



意
義
と
法
的
性
質

「
伝
貰
権
」
と
い
う
の
は
、
伝
貰
金
を
支
払
っ
て
他
人
の
不
動
産
を
占

有
し
、
こ
れ
を
使
用
・
収
益
す
る
物
権
で
、
伝
貰
権
が
消
滅
す
る
と
目
的

不
動
産
か
ら
後
順
位
権
利
者
や
そ
の
他
の
債
権
者
よ
り
伝
貰
金
の
優
先
弁

済
を
受
け
る
権
利
を
言
、
つ
(
民
法
三
O
三
条
一
項
)
。
こ
れ
は
用
益
物
権

で
あ
る
が
、
担
保
物
権
と
し
て
の
性
質
を
も
持
つ
特
殊
な
物
権
で
あ
る
。

こ
れ
は
韓
国
の
慣
習
と
し
て
伝
わ
っ
て
き
た
債
権
契
約
た
る
「
伝
貰
」

と
い
う
建
物
賃
貸
借
を
一
九
五
八
年
の
韓
国
民
法
制
定
(
一
九
六
O
年
に

施
行
)
の
際
に
物
権
の
一
種
と
し
て
成
文
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
一
般
的

に
物
権
的
伝
貰
権
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
物
権
的
伝
貰
権
は
債
権
的
伝
貰
権

と
同
じ
よ
う
な
社
会
的
作
用
を
し
な
が
ら
も
登
記
簿
上
の
登
記
で
公
示
さ

れ
る
点
で
そ
れ
と
異
な
る
。

韓国における住宅賃貸借

伝
賃
金

伝
貰
金
の
支
払
は
伝
貰
権
の
要
素
で
あ
る
。
伝
貰
金
は
前
述
の
よ
う
に

目
的
不
動
産
の
時
価
の
五
1
八
割
に
該
当
し
、
伝
貰
権
が
消
滅
す
る
時
に

返
し
て
も
ら
う
。
伝
貰
金
額
は
登
記
事
項
で
あ
り
(
不
動
産
登
記
法
一
一
一
一

九
条
一
項
)
、
登
記
さ
れ
た
金
額
に
限
り
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で

き
己
ヲ
Q

。

伝
貰
権
者
の
権
利

①
伝
貰
権
は
目
的
不
動
産
の
使
用
・
収
益
を
そ
の
本
体
と
す
る
用
益
物

権
で
あ
る
が
、
伝
貰
権
が
消
滅
す
る
場
合
の
伝
貰
金
の
返
還
確
保
の
た
め

(
川
口
)

に
、
目
的
不
動
産
全
部
か
ら
後
順
位
権
利
者
そ
の
他
の
債
権
者
に
優
先
し

て
伝
貰
金
の
弁
済
を
受
け
る
優
先
弁
済
権
が
認
め
ら
れ
る
の
で
(
民
法
一
一
一

O
三
条
一
項
)
、
担
保
物
権
と
し
て
の
性
質
も
持
っ
て
い
る
。

②
伝
貰
権
は
物
権
で
あ
る
か
ら
伝
貰
権
者
は
自
身
の
伝
貰
権
を
他
に
譲

渡
し
た
り
担
保
と
し
て
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
存
続
期
間
内
で
目

的
物
を
他
人
に
転
伝
貰
又
は
賃
貸
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
処
分
の
自
由
、

民
法
三
O
六
条
)

0

③
優
先
弁
済
を
受
け
る
と
き
、
抵
当
権
な
い
し
他
の
伝
貰
権
、
仮
登
記

担
保
権
等
担
保
物
権
者
と
の
問
の
配
当
順
位
は
、
登
記
の
先
後
に
よ
っ
て

決
定
さ
れ
る
。

④
伝
貰
契
約
終
了
時
に
伝
貰
権
設
定
者
(
所
有
者
)
が
伝
貰
金
の
返
還

を
遅
滞
す
れ
ば
、
伝
貰
権
者
は
優
先
弁
済
権
だ
け
で
は
な
く
て
、
目
的

不
動
産
の
競
売
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
民
法
一
一
一
一
八
条
)
。
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利
用
実
態
の
低
調
と
そ
の
原
因

他
人
所
有
の
住
宅
を
使
用
・
収
益
す
る
場
合
、
こ
の
よ
う
な
物
権
で
あ

る
伝
貰
権
の
設
定
登
記
を
し
て
置
け
ば
一
番
強
力
な
保
護
を
受
け
る
こ
と

凶
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が
で
き
る
。
し
か
し
実
際
の
利
用
を
み
る
と
物
権
法
上
の
伝
貰
権
は
あ
ま

り
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
強
力
な
地
位
を
有
す
る
住
宅
所
有
者
が
、
対
抗

力
と
自
由
な
処
分
権
を
持
つ
強
い
物
権
た
る
伝
貰
権
を
嫌
が
る
か
ら
で
あ

る
。
ま
た
伝
貰
権
の
登
記
を
す
れ
ば
登
記
事
項
に
伝
貰
金
額
が
表
示
さ
れ

金
融
機
関
か
ら
の
融
資
や
税
金
上
の
不
利
益
(
税
源
の
露
出
)
を
受
け
る

し
、
印
鑑
証
明
の
交
付
等
登
記
手
続
が
煩
雑
に
な
り
、
出
品
豆
録
税
等
登
記
費

用
が
か
か
る
だ
け
で
は
な
く
、
契
約
終
了
時
の
抹
消
登
記
に
利
用
者
が
協

力
し
て
く
れ
な
い
と
訴
訟
手
続
き
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
等
、
複

合
的
な
要
因
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
伝
貰
金
が
普
通
よ
り

も
は
る
か
に
高
額
で
あ
る
場
合
や
住
宅
所
有
者
が
協
力
し
て
く
れ
る
と
き

は
、
例
外
的
に
伝
貰
権
登
記
を
経
る
場
合
も
あ
る
が
、
住
宅
に
関
す
る
限

(
初
)

り
そ
の
数
は
と
て
も
少
な
い
の
が
実
際
で
あ
ろ
う
。

結
局
、
韓
国
で
は
韓
国
特
有
の
伝
貰
制
度
が
物
権
法
で
成
文
化
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
利
用
率
は
住
宅
に
関
す
る
限
り
と
て
も
低
く
、
債
権
契
約

と
し
て
の
伝
貰
契
約
(
債
権
的
伝
貰
契
約
)
が
一
般
的
で
あ
る
。

第

節

債
権
契
約
と
し
て
の
伝
貰
契
約

債
権
法
上
の
賃
貸
借
契
約

債
権
法
上
賃
貸
借
契
約
は
、
当
事
者
の
一
方
(
賃
貸
人
)
が
相
手
方
に

目
的
物
(
賃
借
物
)
を
使
用
・
収
益
さ
せ
る
こ
と
を
約
定
し
、
相
手
方
鮒

(
賃
借
入
)
が
こ
れ
に
対
し
て
借
賃
を
支
給
す
る
こ
と
を
約
定
す
る
こ
と
叫

に
よ
っ
て
成
立
す
る
(
民
法
六
一
八
条
)
。
目
的
物
は
不
動
産
(
土
地
、
仰

建
物
)
で
あ
る
場
合
も
動
産
で
あ
る
場
合
も
あ
る
。
住
宅
の
伝
貰
契
約
は
、
出じru

韓
国
民
法
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
債
権
法
上
の
賃
貸
借
契
約
に
属
す
る

j

(
幻
)

も
の
と
し
て
賃
貸
借
契
約
の
法
理
の
規
律
を
受
け
る
。

不
動
産
賃
貸
借
は
こ
れ
を
登
記
し
た
時
に
限
っ
て
第
三
者
に
対
抗
す
る

こ
と
が
で
き
る
(
民
法
六
一
二
条
二
項
)
0

不
動
産
の
賃
貸
借
が
登
記
さ

れ
る
と
、
そ
の
後
に
賃
貸
借
目
的
物
が
売
買
等
譲
渡
さ
れ
て
も
新
所
有
者

は
保
証
金
返
還
債
務
を
当
然
に
承
継
し
、
賃
借
入
は
そ
の
新
所
有
者
に
も

保
証
金
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
事
者
間
に
「
反
対
の
特

約
が
な
け
れ
ば
」
賃
借
入
は
賃
貸
人
に
対
し
て
登
記
の
手
続
き
に
協
力
す

る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
民
法
六
一
一
一
条
一
項
)
。

賃
貸
人
の
伝
貰
(
賃
借
)
保
証
金
の
返
還
義
務
と
賃
借
入
の
賃
借
物
の(n) 

返
還
義
務
と
は
お
互
い
に
同
時
履
行
の
関
係
に
あ
る
と
見
る
の
が
大
法
院

の
確
立
さ
れ
た
判
例
理
論
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
賃
借
入
は
伝
貰
(
賃
借
)

保
証
金
を
全
額
返
し
て
も
ら
う
ま
で
賃
借
物
の
返
還
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
。

住
宅
賃
貸
借
保
護
法
の
誕
生

賃
借
入
と
し
て
は
、
自
分
の
全
財
産
と
い
わ
れ
る
程
の
伝
貰
保
証
金
を



支
払
っ
た
に
も
か
か
ら
わ
ず
、
所
有
者
側
が
伝
貰
権
設
定
登
記
を
忌
避
す

る
た
め
に
仕
方
な
く
債
権
法
上
の
賃
貸
借
契
約
と
な
る
。
し
か
し
債
権
法

上
の
一
般
の
賃
貸
借
契
約
の
法
理
に
従
う
と
、
住
宅
所
有
者
(
賃
貸
人
)

(
お
)

の
抵
当
権
の
設
定
、
他
の
債
権
者
の
仮
差
し
押
え
や
差
し
押
え
、
そ
し
て

賃
借
住
宅
の
売
買
、
譲
渡
等
の
問
題
で
、
賃
借
入
は
巨
額
の
伝
貰
保
証
金

の
返
還
確
保
に
不
安
を
感
じ
、
ま
た
約
定
し
た
賃
貸
借
期
間
の
利
用
も
保

障
さ
れ
な
い
。
そ
こ
で
国
民
の
居
住
生
活
の
安
定
を
目
的
に
し
て
一
九
八

一
年
三
月
五
日
に
、
住
宅
賃
貸
借
保
護
法
が
民
法
の
特
別
法
と
し
て
制
定

(M) 

さ
れ
た
。

韓国における住宅賃貸借

同
法
は
、
第
一
に
、
賃
借
権
の
登
記
を
し
な
い
場
合
に
も
、
「
住
宅
の

引
き
渡
し
」
と
「
住
民
登
録
」
だ
け
で
そ
れ
以
後
の
第
三
者
に
対
す
る
対

抗
力
を
認
め
、
そ
れ
に
加
え
て
賃
貸
借
契
約
証
書
上
に
確
定
日
付
を
受
け

る
と
優
先
弁
済
権
を
認
め
る
。
第
二
に
、
対
抗
力
を
備
え
た
「
少
額
」
賃

借
入
(
保
証
金
が
一
定
金
額
以
下
の
者
に
限
る
)
に
は
他
の
担
保
物
権
者

よ
り
も
最
優
先
に
一
定
の
金
額
の
賃
借
保
証
金
の
弁
済
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
最
優
先
弁
済
権
を
保
障
す
る
。
最
後
に
、
賃
貸
借
期
間
を
最
低
二

年
間
保
障
す
る
。
同
法
は
、
一
言
っ
て
み
れ
ば
賃
借
入
が
賃
借
権
や
伝
貰
権

の
登
記
を
し
な
く
て
も
賃
借
保
証
金
返
還
と
最
低
二
年
間
の
居
住
期
間
を

確
保
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
賃
借
入
の
居
住
生
活
の
安
定
を
保
障
し
て
い
る
。

現
在
は
住
宅
賃
貸
借
保
護
法
の
制
定
か
ら
一
五
年
も
経
過
し
て
国
民
の

法
的
常
識
も
広
く
な
り
、
住
宅
賃
貸
借
保
護
法
上
の
対
抗
要
件
(
住
宅
の

引
き
渡
し
、
住
民
登
録
)
と
確
定
日
付
を
具
備
す
る
の
が
一
般
的
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
分
野
に
関
す
る
大
法
院
の
判
決
や
学
説
も
相
当
に
蓄
積
さ

れ
、
住
宅
賃
貸
借
保
護
法
は
韓
国
の
特
有
の
法
律
と
し
て
重
要
な
地
位
を

占
め
て
い
る
。
こ
の
住
宅
賃
貸
借
保
護
法
に
つ
い
て
は
、
章
を
改
め
て
少

し
詳
し
く
み
て
み
よ
う
。

第
三
章

住
宅
賃
貸
借
保
護
法
の
主
な
内
容

第
一
節

適
用
範
囲

同
法
は
居
住
用
建
物
(
住
宅
)
の
全
部
又
は
一
部
の
賃
貸
借
に
関
し
て

適
用
さ
れ
、
賃
借
住
宅
の
一
部
が
住
居
以
外
の
目
的
と
し
て
使
用
さ
れ
る

場
合
も
同
じ
よ
う
に
適
用
さ
れ
る
(
同
法
二
条
)
。

一
居
住
用
建
物
H
住
宅

(
一
)
居
住
用

住
宅
賃
貸
借
保
護
法
は
居
住
用
建
物
の
賃
貸
借
に
関
し
て
適
用
さ
れ
る
。

事
務
室
、
商
広
、
庖
鋪
、
工
場
、
倉
庫
等
の
非
居
住
用
の
建
物
に
は
適
用

北法50(4・191)867 



研究ノート

さ
れ
な
い
。
居
住
用
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
は
建
物
の
現
況
・
用
途
等
を

参
酌
し
て
実
質
的
に
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
登
記
簿
や
建
築
物
管

(
お
)

理
台
帳
等
の
公
簿
に
よ
っ
て
形
式
的
に
判
断
し
て
は
い
け
な
い
。
し
た
が

っ
て
公
簿
上
に
は
事
務
室
、
庖
鋪
等
で
登
載
さ
れ
て
い
て
も
内
部
構
造
を

変
更
し
て
実
質
的
に
居
住
用
で
使
用
し
て
い
れ
ば
同
法
の
居
住
用
建
物
で

あ
る
。
(
二
)
建
物
の
全
部
又
は
一
部

同
法
は
一
軒
の
居
住
用
建
物
の
全
部
を
賃
借
す
る
場
合
だ
け
で
は
な
く
、

例
え
ば
一
軒
の
居
住
用
建
物
の
う
ち
一

1
二
部
屋
等
一
部
を
賃
借
す
る
場

合
に
も
適
用
さ
れ
、
特
に
少
額
保
証
金
の
最
優
先
弁
済
権
(
同
法
人
条
)

の
規
定
は
一
部
の
賃
借
の
場
合
に
大
き
な
力
を
発
揮
す
る
。

(
三
)
兼
用
住
宅

同
法
は
賃
借
住
宅
の
一
部
が
居
住
用
以
外
の
目
的
に
使
用
さ
れ
る
場
合

に
も
適
用
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
一
階
は
庖
鏑
で
使
用
さ
れ
二
階
は
居
住
生

活
用
で
あ
る
場
合
、
あ
る
い
は
一
部
は
小
庖
、
食
堂
一
等
の
庖
鋪
で
残
り
の

一
部
は
居
住
用
で
そ
れ
ぞ
れ
使
用
さ
れ
る
場
合
、
換
言
す
れ
ば
商
売
を
し

な
が
ら
日
常
生
活
を
し
て
い
る
場
合
(
庶
民
に
は
よ
く
あ
る
)
に
も
同
法

の
適
用
は
あ
る
。

た
だ
し
、
ど
の
程
度
の
兼
用
住
宅
が
同
法
の
適
用
対
象
に
な
る
の
か
に

対
し
て
は
学
説
上
異
論
が
あ
る
。
大
法
院
は
、
建
物
の
一
部
が
賃
貸
借
の

目
的
と
し
て
居
住
用
と
非
居
住
用
で
兼
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
具
体
的
な

場
合
に
よ
っ
て
そ
の
賃
貸
借
の
目
的
、
全
体
建
物
と
賃
貸
借
目
的
物
の
構

造
と
形
態
、
賃
借
入
に
よ
る
賃
貸
借
目
的
物
の
利
用
関
係
、
そ
し
て
賃
借

入
が
そ
こ
で
日
常
生
活
を
営
ん
で
い
る
か
否
か
等
を
合
わ
せ
考
慮
し
て
合

(
お
)

目
的
的
に
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。
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商
庖
、
庖
鋪
に
対
し
て

上
記
の
よ
う
に
、
住
宅
賃
貸
借
保
護
法
は
、
登
記
が
な
く
て
も
対
抗
力

を
与
え
、
ま
た
確
定
日
付
を
受
け
る
と
保
証
金
の
優
先
弁
済
権
が
確
保
す

る
が
、
こ
れ
を
商
庖
、
庖
鋪
等
に
も
適
用
し
よ
う
と
の
動
き
も
あ
る
。
し

(
幻
)

か
し
登
記
以
外
に
住
民
登
録
の
よ
う
な
公
示
方
法
が
な
い
た
め
に
立
法
化

で
き
て
い
な
い
。

賃
貸
借
契
約

同
法
は
居
住
用
建
物
の
「
賃
貸
借
」
に
適
用
さ
れ
、
使
用
貸
借
に
は
適

用
さ
れ
な
い
。第

節

住
宅
譲
受
人
等
に
対
す
る
対
抗
力

概
説



住
宅
賃
借
入
は
そ
の
賃
借
権
の
登
記
が
な
い
場
合
に
も
住
宅
の
引
き
渡

し
と
住
民
登
録
を
経
た
時
に
は
対
抗
力
を
取
得
す
る
(
同
法
三
条
一
項
)
。

賃
貸
借
は
債
権
契
約
で
あ
る
か
ら
原
則
的
に
は
登
記
を
し
な
け
れ
ば
第
三

者
に
対
す
る
対
抗
力
は
生
じ
な
い
が
(
民
法
六
二
一
条
)
、
賃
貸
人
の
優

越
的
な
地
位
等
の
た
め
に
賃
貸
借
の
登
記
は
実
際
に
は
全
く
と
い
っ
て
い

い
ほ
ど
行
わ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
賃
貸
人
の
協
力
が
な
く
て
も
賃
借

入
が
単
独
で
せ
札
力
を
取
得
す
る
よ
う
に
民
法
の
特
則
を
設
け
た
の
で
あ
る
。

韓['liJにおける住宅賃貸借

対
抗
力
取
得
の
要
件

①
ま
ず
住
宅
の
引
渡
し
を
受
け
て
居
住
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
実

の
引
渡
し
だ
け
で
な
く
簡
易
の
引
渡
し
、
占
有
改
定
等
民
法
上
の
占
有
の

移
転
の
方
法
を
全
部
含
め
る
の
が
通
説
で
あ
る
。

②
住
宅
の
引
渡
し
だ
け
で
は
公
示
方
法
と
し
て
不
完
全
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
住
民
登
録
法
に
よ
る
住
民
登
録
を
す
る
こ
と
が
公
示
方
法
と
し
て
追

(
銘
)

加
さ
れ
た
。
賃
借
入
が
管
轄
す
る
邑
・
面
・
洞
事
務
所
(
行
政
組
織
の
一

穫
。
日
本
な
ら
ば
区
役
所
に
該
当
す
る
)
に
転
入
申
告
を
す
る
と
そ
の
日

に
住
民
登
録
を
し
た
と
見
倣
す
(
同
法
三
条
一
項
後
丈
)

0

法
人
は
住
民
(
m
m
)
 

登
録
が
不
可
能
で
あ
る
の
で
、
同
法
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

立
法
論
と
し
て
は
住
民
登
録
を
対
抗
要
件
か
ら
除
外
す
る
の
が
望
ま
し

い
と
い
う
一
部
の
見
解
が
あ
る
が
、
大
法
院
の
判
決
は
住
民
登
録
を
公
示

(
初
)

方
法
の
一
つ
と
し
て
明
確
に
認
め
て
い
る
。

③
賃
借
入
本
人
の
代
り
に
配
偶
者
や
子
女
等
家
族
の
住
民
登
録
で
も
対

(
幻
)

抗
力
を
取
得
し
う
る
と
す
る
の
が
、
大
法
院
の
判
例
で
あ
る
。

④
賃
借
入
の
錯
誤
で
住
民
登
録
上
に
違
う
氏
名
が
登
載
さ
れ
た
り
あ
る

い
は
賃
借
建
物
の
地
番
が
実
際
と
違
う
地
番
に
登
載
さ
れ
た
場
合
に
は
公

示
方
法
と
し
て
有
効
で
な
い
の
で
同
法
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

(
幻
)
ぃ
。
た
だ
し
、
賃
借
入
は
正
確
に
転
入
申
告
を
し
た
の
に
担
当
公
務
員
の

錯
誤
や
誤
り
で
住
民
登
録
上
に
実
際
と
間
違
っ
て
登
載
さ
れ
た
場
合
に
は

(
お
)

対
抗
力
は
維
持
さ
れ
る
か
ら
同
法
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

対
抗
力
の
取
得

①
住
宅
の
引
渡
し
及
、
ぴ
住
民
登
録
を
経
る
と
、
抵
当
権
の
登
記
な
ど
の

場
合
と
違
っ
て
、
そ
の
「
翌
日
」
か
ら
対
抗
力
は
発
生
す
る
(
同
法
三
条

一
項
)
。
も
ち
ろ
ん
住
民
登
録
が
な
さ
れ
た
と
見
る
時
点
は
転
入
申
告
を

し
た
時
で
あ
る
(
同
条
項
後
文
)
o

登
記
簿
上
に
登
記
を
し
な
く
て
も
対

抗
力
を
取
得
す
る
点
で
、
賃
借
権
の
物
権
化
の
一
つ
で
あ
る
。

②
引
渡
し
日
と
転
入
申
告
日
が
一
致
し
な
い
時
に
は
後
で
行
わ
れ
た
日

時
を
基
準
に
し
て
判
断
す
る
。

賃
借
住
宅
に
抵
当
権
設
定
登
記
、
仮
差
し
押
え
な
い
し
差
し
押
え
の
記

入
登
記
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
中
で
一
番
早
い
登
記
を
基
準

北法50(4・193)869
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に
し
て
そ
の
前
ま
で
に
対
抗
要
件
を
具
備
し
な
け
れ
ば
、
賃
借
住
宅
が
競

売
さ
れ
た
と
き
、
賃
借
入
は
競
落
人
に
対
し
て
自
分
の
賃
借
権
を
主
張
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
一
番
の
抵
当
権
が
設
定
登
記
さ
れ
た
後

で
賃
借
入
が
引
き
渡
し
と
住
民
登
録
と
い
う
対
抗
力
を
取
得
し
た
場
合
、

仮
に
後
順
位
の
二
番
抵
当
権
者
が
抵
当
権
実
行
(
競
売
申
請
)
を
し
て
競

売
さ
れ
た
場
合
に
も
賃
借
入
は
競
落
人
に
賃
借
権
を
主
張
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
即
ち
、
競
落
人
の
地
位
は
第
一
順
位
抵
当
権
者
の
抵
当
権
設
定

日
と
賃
借
入
の
対
抗
力
取
得
日
の
先
後
に
よ
っ
て
そ
の
優
劣
が
決
定
さ
れ

(
鈎
)

マ
令
。

賃
借
住
宅
に
抵
当
権
、
仮
差
し
押
え
、
差
し
押
え
の
登
記
が
な
い
場
合

に
は
、
競
売
開
始
決
定
(
又
は
国
税
徴
収
法
上
の
滞
納
処
分
)
に
よ
る
差

し
押
え
の
妓
力
が
発
生
す
る
前
ま
で
対
抗
要
件
を
具
備
す
る
と
、
賃
借
住

宅
の
競
落
人
に
対
し
て
賃
借
権
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

対
抗
力
の
存
続
(
一
時
的
な
住
民
登
録
の
離
脱
の
問
題
)

住
宅
の
引
き
渡
し
と
住
民
登
録
は
対
抗
力
の
取
得
の
要
件
で
あ
る
と
同

時
に
存
続
の
要
件
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
賃
借
入
が
引
渡
し
及
び
住
民
登
録

で
対
抗
力
を
取
得
し
た
の
ち
他
所
に
引
っ
越
し
た
り
あ
る
い
は
一
時
的
に

住
民
登
録
を
移
転
す
る
と
対
抗
力
は
な
く
な
り
、
そ
れ
以
後
に
当
該
住
宅

を
譲
り
受
け
た
第
三
者
に
対
抗
力
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
住
民

四

登
録
を
一
時
的
に
他
所
に
移
転
し
た
後
す
ぐ
従
前
の
住
宅
に
再
転
入
し
て

も
既
に
生
じ
た
対
抗
力
は
転
出
の
時
消
滅
し
、
再
転
入
時
か
ら
新
し
い
対

(
お
)

抗
力
が
生
じ
る
。
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対
抗
力
の
内
容
(
賃
貸
人
の
地
位
の
承
継
)

賃
借
住
宅
の
譲
受
人
は
賃
貸
人
の
地
位
を
承
継
す
る
と
見
倣
さ
れ
る

(
同
法
三
条
二
項
)
。
す
な
わ
ち
賃
借
住
宅
が
売
買
、
贈
与
、
相
続
、
競

売
、
滞
納
処
分
等
の
法
律
行
為
や
法
律
の
規
定
に
よ
っ
て
移
転
す
る
と
、

そ
の
新
所
有
者
は
法
律
上
当
然
に
賃
貸
人
の
地
位
を
承
継
す
る
か
ら
、
賃

借
入
は
賃
借
住
宅
の
新
所
有
者
に
対
し
て
賃
貸
借
契
約
期
間
ま
で
賃
借
権

を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
わ
ゆ
る
「
売
買
は
賃
貸
借
を
破
ら
な
い

(
P
E
E
-
n
F
E
R
E
E
mお
)
」
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
見
れ
ば
、
賃
借
人
は
従
前
の
賃
貸
人
と
約
定
し
た
①
借
賃
の

額
、
支
払
方
法
等
、
②
賃
借
保
証
金
(
伝
貰
保
証
金
)
、
③
賃
貸
借
の
存

続
期
間
等
を
、
賃
借
住
宅
の
新
所
有
者
に
対
し
て
そ
の
ま
ま
主
張
で
き
る
。

賃
借
保
証
金
(
伝
貰
保
証
金
)
も
、
賃
貸
借
終
了
時
に
賃
借
住
宅
の
返
還

と
同
時
に
新
所
有
者
か
ら
返
還
し
て
も
ら
う
の
で
あ
る
(
同
時
履
行
の
関

(
お
)

係
)
。
こ
こ
で
学
説
上
異
論
は
あ
る
が
、
従
前
の
賃
貸
人
(
譲
渡
人
)
は

賃
借
保
証
金
(
伝
貰
保
証
金
)
返
還
債
務
を
免
れ
、
賃
借
人
は
従
前
の
賃

貸
人
に
対
し
て
は
賃
借
保
証
金
の
返
還
請
求
は
で
き
な
い
と
い
う
の
が
大

五



(
幻
)

法
院
の
判
例
で
あ
る
。

第

節

配
当
手
続
に
お
け
る
優
先
弁
済
権

概
説

韓国における住宅賃貸借

前
述
の
よ
う
に
、
賃
借
住
宅
の
引
渡
し
お
よ
び
住
民
登
録
を
備
え
れ
ば
、

そ
の
以
後
の
譲
受
人
等
第
三
者
に
対
し
て
対
抗
力
を
取
得
し
、
そ
の
妓
力

と
し
て
譲
受
人
に
保
証
金
の
返
還
を
請
求
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
ほ
か
に
、

賃
貸
借
契
約
証
書
上
に
確
定
日
附
を
備
え
る
と
、
賃
借
人
は
民
事
訴
訟
法

に
よ
る
競
売
(
国
税
徴
収
法
に
よ
る
公
売
H
滞
納
処
分
を
含
む
)
の
と
き

に
、
換
価
代
金
か
ら
、
後
順
位
権
利
者
そ
の
他
の
債
権
者
よ
り
優
先
し
て

保
証
金
の
弁
済
を
受
け
ら
れ
る
と
し
た
(
同
法
三
条
の
二
第
二
項
)
。
す

な
わ
ち
、
競
落
人
等
新
所
有
者
か
ら
保
証
金
の
弁
済
を
受
け
る
だ
け
で
な

く
、
競
売
手
続
で
も
っ
と
迅
速
に
保
証
金
の
弁
済
を
受
け
る
こ
と
に
し
て
、

賃
借
入
を
さ
ら
に
保
護
し
た
。
登
記
し
た
伝
貰
権
や
抵
当
権
と
同
じ
優
先

弁
済
権
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

優
先
弁
済
権
の
要
件

優
先
弁
済
権
の
要
件
は
賃
借
住
宅
の
引
渡
し
、
住
民
登
録
、
賃
貸
借
契

約
証
書
上
の
確
定
日
附
と
い
う
三
つ
で
あ
る
。

①
住
宅
の
引
渡
し
と
住
民
登
録
は
、
譲
受
人
等
第
三
者
に
対
す
る
対
抗

力
の
要
件
と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
配
当
要
求
の
終
期
た
る
競
落
期
日

(
お
)

ま
で
、
こ
の
要
件
を
継
続
し
て
備
え
な
け
れ
ば
配
当
を
受
け
ら
れ
な
い
。

し
か
し
一
九
九
九
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
改
正
法
で
は
、
後
述
の

よ
う
に
、
賃
貸
借
が
終
了
し
た
の
ち
裁
判
所
か
ら
賃
借
権
登
記
命
令
を
得

て
記
入
登
記
を
し
て
お
け
ば
、
そ
れ
以
後
に
対
抗
要
件
を
喪
失
し
て
も
対

抗
力
ま
た
は
優
先
弁
済
権
は
維
持
さ
れ
る
。

住
宅
の
引
渡
し
と
住
民
登
録
の
登
載
が
な
く
確
定
日
附
だ
け
受
け
て
も
、

優
先
弁
済
権
は
発
生
し
な
い
。

②
優
先
弁
済
権
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
住
宅
の
引
渡
し
と
住
民
登

録
の
ほ
か
に
賃
貸
借
契
約
証
書
上
に
確
定
日
付
を
備
え
る
こ
と
が
要
求
さ

れ
る
。
賃
貸
人
と
賃
借
入
間
の
談
合
で
他
の
権
利
者
を
害
す
る
可
能
性
を

排
除
す
る
た
め
に
よ
り
明
ら
か
な
方
法
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。

確
定
日
付
は
、
賃
借
入
が
、
賃
貸
借
契
約
書
の
原
本
を
持
っ
て
公
証
人

事
務
所
、
法
務
法
人
ま
た
は
公
証
認
可
合
同
法
律
事
務
所
、
法
院
の
登
記

所
、
邑
・
面
・
洞
事
務
所
で
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
賃
貸
人
の
協
力
は

全
然
必
要
で
な
い
。

賃
借
保
証
金
の
額
が
第
三
者
に
公
開
、
公
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
取
引

の
安
全
を
害
す
る
恐
れ
が
あ
る
が
、
現
在
殆
ん
ど
の
賃
借
入
が
、
こ
う
い

う
確
定
日
付
に
よ
っ
て
自
ら
の
権
利
を
確
保
し
て
い
る
。
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③
住
宅
の
引
渡
し
、
住
民
登
録
上
の
登
載
、
確
定
日
付
の
三
つ
の
要
件

の
う
ち
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
力
は
、
前
述
の
よ
う
に
住
宅
の
引
渡
し
と

住
民
登
録
日
の
中
で
後
の
方
を
基
準
に
し
て
決
定
さ
れ
る
し
、
優
先
弁
済

権
は
上
記
の
三
つ
の
要
件
の
中
で
一
番
後
の
日
を
基
準
に
し
て
決
定
さ
れ

る
。
例
え
ば
、
住
宅
の
引
渡
の
日
が
一
九
九
九
年
一
月
一
日
で
、
住
民
登

録
日
が
同
年
一
月
一
五
日
、
確
定
日
付
の
日
が
同
年
一
月
二

O
日
で
あ
っ

た
ら
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
力
は
同
年
一
月
一
五
日
の
翌
日
を
基
準
に
し

て
決
定
さ
れ
る
が
(
同
法
第
三
条
第
一
項
て
優
先
弁
済
権
は
同
年
一
月

(
ぬ
)

二
O
日
を
基
準
に
し
て
決
定
さ
れ
る
。
も
し
住
民
登
録
を
ま
ず
一
九
九
九

年
一
月
一
日
に
し
、
そ
の
後
同
年
一
月
一
五
日
確
定
日
付
を
受
け
、
最
後

に
同
年
一
月
二

O
日
住
宅
に
引
っ
越
し
た
ら
、
対
抗
力
や
優
先
弁
済
権
は

(ω) 

共
に
同
年
一
月
二

O
B
の
翌
日
生
じ
る
。

従
前
の
法
律
第
三
条
の
二
第
一
項
但
し
書
き
は
、
「
賃
借
人
は
当

該
住
宅
の
譲
受
人
に
対
抗
で
き
る
場
合
に
は
賃
貸
借
が
終
了
し
た
後
で
な

け
れ
ば
保
証
金
の
優
先
弁
済
を
請
求
で
き
な
い
」
と
定
め
て
い
た
。
し
か

し
、
判
例
は
、
賃
借
人
が
賃
貸
借
の
期
間
が
残
っ
て
い
る
の
に
優
先
弁
済

を
請
求
(
配
当
要
求
)
す
る
場
合
に
は
賃
貸
借
契
約
を
終
了
さ
せ
る
意
思

を
表
示
し
た
と
見
て
賃
借
入
へ
の
配
当
を
認
め
て
き
た
。
一
九
九
九
年
三

月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
改
正
法
で
は
こ
の
規
定
を
削
除
し
て
、
疑
問
の

余
地
を
な
く
し
た
。
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配
当
要
求
申
告
(
優
先
弁
済
権
の
行
使
)
を
す
る
こ
と

賃
借
入
が
競
売
の
配
当
の
手
続
き
で
優
先
弁
済
を
受
け
る
た
め
に
は
競

売
法
院
(
滞
納
処
分
庁
)
に
配
当
要
求
の
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

賃
借
入
の
対
抗
要
件
は
登
記
簿
上
公
示
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。
配
当
要
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
限
は
競
落
期
日
ま
で
で
あ
る

四
(
民
事
訴
訟
法

六
O
五
条
一
項
)

0

五
優
先
弁
済
権
の
内
容

①
対
抗
要
件
(
住
宅
の
引
渡
し
、
住
民
登
録
)
を
具
備
し
、
賃
貸
借
契

約
証
書
上
に
確
定
日
付
を
備
え
た
賃
借
入
は
民
事
訴
訟
法
に
よ
る
競
売

(
又
は
国
税
徴
収
法
に
よ
る
滞
納
処
分
)
の
時
、
賃
借
住
宅
の
換
価
代
金

か
ら
後
順
位
権
利
者
そ
の
他
の
債
権
者
よ
り
優
先
し
て
保
証
金
の
弁
済
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
(
同
法
第
三
条
の
二
第
二
項
)
。

②
賃
借
入
の
優
先
弁
済
権
は
抵
当
権
と
同
一
に
取
り
扱
わ
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
優
先
弁
済
権
の
な
い
一
般
の
債
権
よ
り
は
常
に
優
先
す
る
し
、

他
の
抵
当
権
や
伝
貰
権
、
仮
登
記
担
保
権
等
担
保
物
権
と
の
間
で
は
賃
借

入
が
対
抗
要
件
お
よ
び
確
定
日
付
を
備
え
た
最
終
時
点
と
担
保
物
権
の
登

(
位
)

記
時
点
の
先
後
に
よ
っ
て
優
先
順
位
が
決
定
さ
れ
る
。
賃
借
入
と
仮
差
し
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押
え
債
権
者
と
の
間
で
は
賃
借
入
が
対
抗
要
件
お
よ
び
確
定
日
付
を
全
部

備
え
た
最
終
時
点
と
仮
差
し
押
え
の
記
入
登
記
の
時
点
の
先
後
に
よ
っ
て
、

前
者
が
先
だ
と
賃
借
入
が
優
先
す
る
が
、
後
者
が
先
で
あ
る
か
同
日
だ
っ

(
幻
)

た
ら
同
順
位
に
な
る
(
平
等
配
当
)
。

③
賃
借
入
が
例
え
ば
五
千
万
ウ
ォ
ン
の
保
証
金
で
住
宅
を
賃
借
し
て
優

先
弁
済
権
の
取
得
要
件
を
備
え
た
後
に
抵
当
権
が
設
定
登
記
さ
れ
、
そ
の

後
に
賃
貸
借
が
更
新
さ
れ
保
証
金
額
が
六
千
万
ウ
ォ
ン
に
引
き
上
げ
ら
れ

た
場
合
に
は
抵
当
権
設
定
前
の
保
証
金
五
千
万
ウ
ォ
ン
に
限
っ
て
賃
借
住

宅
の
競
落
人
に
対
抗
で
き
優
先
弁
済
を
受
け
ら
れ
る
が
、
引
き
上
げ
ら
れ

(
H
H
)
 

た
千
万
ウ
ォ
ン
の
保
証
金
に
対
し
て
は
対
抗
力
が
生
じ
な
い
。
も
ち
ろ
ん

更
新
と
共
に
引
上
げ
ら
れ
た
保
証
金
に
対
し
て
も
確
定
日
付
を
受
け
、
そ

の
日
付
が
抵
当
権
設
定
登
記
日
付
よ
り
先
で
あ
れ
ば
、
引
上
げ
ら
れ
た
保

証
金
に
対
し
て
も
抵
当
権
よ
り
優
先
し
て
弁
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

④
賃
借
入
は
賃
借
住
宅
の
換
価
代
金
か
ら
優
先
弁
済
を
受
け
る
。
直
接

に
は
建
物
だ
け
の
賃
借
人
で
あ
る
が
、
敷
地
を
含
め
た
換
価
代
金
か
ら
優

先
弁
済
を
受
け
る
。
こ
れ
は
賃
借
入
の
保
護
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
建

物
だ
け
の
物
権
法
上
の
伝
貰
権
者
は
、
建
物
の
換
価
代
金
だ
け
か
ら
優
先

弁
済
を
受
け
、
敷
地
の
換
価
代
金
か
ら
は
優
先
弁
済
を
受
け
ら
れ
な
い
の

(
必
)

に
比
べ
る
と
よ
り
強
力
な
優
先
弁
済
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

⑤
賃
借
入
が
賃
借
住
宅
の
換
価
代
金
か
ら
優
先
配
当
さ
れ
た
保
証
金
を

受
領
す
る
た
め
に
は
賃
借
住
宅
を
譲
受
人
(
競
落
人
)
に
引
き
渡
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
(
同
法
第
三
条
の
二
第
三
項
)
0

も
と
も
と
賃
貸
人
の
保

証
金
返
還
義
務
と
賃
借
入
の
賃
借
住
宅
返
還
義
務
と
は
同
時
履
行
の
関
係

に
あ
る
が
、
競
売
の
手
続
き
等
で
は
賃
借
入
が
配
当
を
受
け
る
保
証
金
が

法
院
等
に
既
に
保
管
さ
れ
て
い
る
の
で
賃
借
入
に
賃
借
住
宅
を
先
に
引
渡

す
義
務
を
課
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
賃
借
入
は
競
落
人
か
ら
引
渡
し
の

確
認
書
を
も
ら
っ
て
こ
れ
を
配
当
法
院
に
提
出
し
、
自
己
に
配
当
さ
れ
た

保
証
金
を
受
領
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑥
対
抗
力
あ
る
賃
借
入
は
、
賃
貸
借
契
約
証
書
上
に
確
定
日
付
を
具
備

し
て
も
換
価
代
金
か
ら
優
先
弁
済
を
受
け
る
こ
と
を
強
要
さ
れ
る
わ
け
で

は
な
い
。
し
た
が
っ
て
優
先
弁
済
権
を
行
使
し
て
自
己
に
配
当
さ
れ
る
は

ず
の
保
証
金
を
受
領
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
賃
借
住
宅
の
譲
受
人
(
競
落

(
叫
叩
)

人
等
)
か
ら
保
証
金
の
全
額
の
弁
済
を
受
け
る
か
を
選
択
で
き
る
。
後
者

の
場
合
、
賃
借
人
は
賃
借
住
宅
を
返
還
す
る
の
と
同
時
に
自
分
の
保
証
金

を
返
還
し
て
も
ら
う
の
で
あ
る
(
同
時
履
行
の
関
係
)
。

⑦
対
抗
要
件
と
確
定
日
付
を
共
に
備
え
て
い
る
賃
借
入
は
他
の
債
権
者

の
申
請
に
よ
る
競
売
の
手
続
き
で
の
優
先
弁
済
権
を
認
め
ら
れ
て
い
る
に

過
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
自
ら
競
売
申
請
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
(
競
売

申
請
権
無
し
)
。
こ
の
点
で
抵
当
権
や
伝
貰
権
等
担
保
物
権
と
は
異
な
る
。

賃
借
入
が
自
ら
保
証
金
を
返
還
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
賃
貸
人
を
相
手
方
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に
し
て
保
証
金
返
還
訴
訟
を
提
起
し
て
勝
訴
判
決
を
得
て
こ
れ
を
債
務
名

義
に
し
て
強
制
競
売
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
際
、
元
来
賃

貸
人
の
保
証
金
返
還
義
務
と
賃
借
入
の
賃
借
住
宅
返
還
義
務
と
は
同
時
履

行
の
関
係
に
あ
る
の
で
同
時
履
行
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ

る
が
、
こ
の
同
時
履
行
判
決
を
債
務
名
義
に
し
て
競
売
申
請
を
す
る
場
合

に
は
、
反
対
義
務
の
履
行
な
い
し
履
行
提
供
を
執
行
開
始
の
要
件
と
し
て

定
め
た
民
事
訴
訟
法
四
九
一
条
の
二
の
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
賃
借
住

宅
の
返
還
な
い
し
返
還
の
提
供
を
し
な
く
て
も
強
制
競
売
を
申
請
で
き
る

よ
う
に
し
て
(
一
九
九
九
年
三
月
一
日
施
行
さ
れ
た
改
正
法
第
三
条
の
二

(
幻
)

第
一
項
新
設
)
、
賃
借
入
を
さ
ら
に
保
護
し
て
い
る
。

第
四
節

賃
借
権
登
記
命
令
制
度
の
新
設

住
宅
賃
貸
借
保
護
法
の
保
護
を
受
け
る
た
め
に
は
継
続
的
な
居
住
、
住

民
登
録
の
維
持
が
必
須
要
件
で
あ
る
の
で
、
賃
借
入
は
伝
貰
保
証
金
を
全

部
返
し
て
も
ら
う
ま
で
は
他
所
へ
の
引
っ
越
し
ゃ
住
民
登
録
の
転
出
が
で

き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
競
売
の
手
続
き
に
よ
っ
て
賃
借
保
証
金
の
配
当
を

受
け
る
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
、
競
売
申
請
時
か
ら
例
え
ば
六
か
月
1

一
年
が
か
か
る
か
ら
、
賃
借
入
に
は
と
て
も
不
利
、
不
便
で
あ
っ
た
。

改
正
法
(
一
九
九
九
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
)
で
は
、
賃
貸
借
が
終
了

し
で
も
保
証
金
を
返
還
し
て
も
ら
え
な
い
賃
借
入
は
、
賃
借
住
宅
の
所
在

地
を
管
轄
す
る
法
院
に
賃
借
権
登
記
命
令
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
(
同

法
第
三
条
の
三
第
一
項
)
、
こ
の
賃
借
権
登
記
命
令
の
申
請
に
対
す
る
裁

判
は
民
事
訴
訟
法
上
の
仮
差
し
押
え
の
裁
判
手
続
き
に
し
た
が
い
(
同
法

同
条
第
三
項
)
、
法
院
が
賃
借
権
登
記
命
令
を
発
し
て
登
記
簿
上
に
賃
借

権
登
記
が
な
さ
れ
る
と
、
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
力
と
優
先
弁
済
権
を
取

得
す
る
だ
け
で
な
く
、
既
に
対
抗
力
と
優
先
弁
済
権
を
取
得
し
た
賃
借
入

は
そ
の
登
記
の
後
、
仮
に
対
抗
力
(
住
宅
の
引
渡
し
と
住
民
登
録
)
を
喪

失
し
て
も
既
に
取
得
し
た
対
抗
力
と
優
先
弁
済
権
を
喪
失
し
な
い
の
で
あ

る
(
同
法
同
条
第
五
項
)
。
要
す
る
に
、
賃
借
入
は
、
賃
借
権
登
記
命
令

を
得
て
嘱
託
登
記
が
記
入
さ
れ
る
と
他
所
に
引
っ
越
し
た
り
住
民
登
録
の

転
出
が
で
き
る
の
で
賃
借
入
に
と
っ
て
は
と
て
も
便
利
に
な
っ
た
。

仮
差
し
押
え
の
場
合
申
請
人
が
法
院
に
申
請
す
る
と
大
体
一

1
二
日
以

内
に
仮
差
し
押
え
命
令
が
発
さ
れ
、
直
ち
に
嘱
託
登
記
が
行
わ
れ
る
よ
う

に
、
賃
借
権
登
記
命
令
は
迅
速
に
処
理
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
賃
貸
人
は
異

議
が
あ
れ
ば
仮
差
し
押
え
異
議
と
同
じ
く
賃
借
権
登
記
命
令
に
対
す
る
異

議
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

賃
借
入
は
賃
借
権
登
記
命
令
の
申
請
及
び
そ
れ
に
伴
う
賃
借
権
記
入
登

記
に
所
要
さ
れ
た
費
用
を
賃
貸
人
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
同
法
同

条
第
八
項
)
。

北法50(4・198)874



第
五
節

少
額
保
証
金
の
優
先
弁
済
権

概
説

賃
借
人
は
賃
借
住
宅
に
対
す
る
競
売
申
請
の
登
記
前
に
対
抗
要
件
(
住

宅
の
引
渡
し
及
び
住
民
登
録
)
を
備
え
る
と
保
証
金
の
う
ち
一
定
額
を
他

の
担
保
物
権
者
よ
り
優
先
し
て
弁
済
を
、
つ
け
る
権
利
が
あ
る
(
同
法
人
条

一
項
)
。
こ
の
立
法
に
対
し
て
大
法
院
や
金
融
界
は
、
先
順
位
担
保
権
者

の
既
得
利
益
を
著
し
く
侵
害
す
る
と
し
て
反
対
し
た
が
、
零
細
賃
借
入
に

と
っ
て
保
証
金
は
全
財
産
で
あ
る
の
で
そ
の
特
別
な
保
護
策
と
し
て
規
定

さ
れ
、
現
在
で
は
金
融
界
も
あ
ま
り
反
対
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

韓国における住宅賃貸借

優
先
弁
済
権
の
要
件

①
少
額
賃
借
入
に
限
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
優
先
弁
済
を
受
け
ら
れ
る
賃

借
人
は
、
伝
貰
(
賃
借
)
保
証
金
が
ソ
ウ
ル
特
別
市
、
広
域
市
(
釜
山
、

大
郎
、
光
州
、
仁
川
、
大
田
)
で
は
三
千
万
ウ
ォ
ン
以
下
、
そ
の
他
地
域

で
は
二
千
万
ウ
ォ
ン
以
下
で
あ
る
賃
借
人
に
限
ら
れ
る
(
同
法
施
行
令
四

条
)
。
賃
借
保
証
金
額
が
そ
の
限
度
額
を
一
ウ
ォ
ン
で
も
越
え
る
と
こ
れ

に
該
当
し
な
い
。

②
住
宅
の
引
渡
し
及
、
び
住
民
登
録
と
い
う
対
抗
要
件
を
備
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
の
対
抗
要
件
は
賃
借
住
宅
の
競
売
開
始
決
定
の
記

入
登
記
前
に
具
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
配
当
要
求
の
終
期
で
あ
る

競
落
期
日
ま
で
継
続
し
て
存
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
賃
貸
借
契
約
証

書
上
の
確
定
日
付
は
具
備
し
な
く
て
も
よ
い
。

配
当
要
求
を
す
る
こ
と

少
額
賃
借
入
が
配
当
の
手
続
で
優
先
弁
済
を
受
け
る
た
め
に
は
競
売
法

院
に
配
当
要
求
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
少
額
賃
借
入
は
登
記
簿
上
公

示
さ
れ
な
い
の
で
、
少
額
賃
借
入
が
自
ら
配
当
要
求
を
し
な
い
限
り
競
売

法
院
は
そ
の
存
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
少
額
賃
借
人

の
配
当
要
求
は
競
落
期
日
ま
で
し
か
で
き
な
い
(
民
事
訴
訟
法
六
O
五
条
、

七
三
五
条
)
。
競
落
期
日
以
後
に
配
当
要
求
し
た
少
額
賃
借
人
は
優
先
弁

済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

少
額
賃
借
入
が
適
法
な
配
当
要
求
を
し
な
か
っ
た
た
め
に
そ
の
少
額
賃

借
入
を
除
外
し
て
配
当
表
が
作
成
さ
れ
、
配
当
が
実
施
さ
れ
た
場
合
、
実

体
法
上
、
手
続
法
上
権
利
関
係
は
確
定
さ
れ
る
。
後
で
少
額
賃
借
入
が
、

自
分
の
割
り
当
て
を
配
当
を
受
け
た
根
抵
当
権
者
等
に
対
し
て
不
当
利
得

(
必
)

返
還
請
求
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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四

優
先
弁
済
権
の
内
容

①
少
額
賃
借
入
が
競
売
の
手
続
き
で
当
該
住
宅
の
換
価
代
金
か
ら
優
先
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弁
済
を
受
け
う
る
金
額
は
少
額
保
証
金
額
の
全
額
で
な
く
、
ソ
ウ
ル
特
別

市
、
広
域
市
(
釜
山
、
大
郎
、
光
州
、
仁
川
、
大
田
)
で
は
千
二
百
万
ウ

ォ
ン
、
そ
の
他
の
地
域
で
は
八
百
万
ウ
ォ
ン
以
下
で
あ
る
(
同
法
施
行
令

三
条
一
項
)
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
ソ
ウ
ル
の
場
合
、
賃
借
保
証
金
が

二
千
万
ウ
ォ
ン
で
あ
れ
ば
そ
の
中
の
千
二
百
万
ウ
ォ
ン
に
限
っ
て
優
先
弁

済
権
が
認
め
ら
れ
、
残
り
の
八
百
万
ウ
ォ
ン
に
対
し
て
は
、
最
優
先
順
位

の
対
抗
力
を
備
え
れ
ば
対
抗
力
の
致
力
と
し
て
、
賃
借
住
宅
の
引
渡
し
と

同
時
に
競
落
人
に
弁
済
要
求
を
し
う
る
が
、
最
優
先
順
位
の
対
抗
力
を
備

え
な
け
れ
ば
競
落
人
に
弁
済
要
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

②
優
先
弁
済
さ
れ
る
少
額
賃
借
保
証
金
は
当
該
住
宅
の
価
額
(
競
落
価

額
)
の
二
分
の
一
に
該
当
す
る
金
額
に
限
り
認
め
ら
れ
る
。
一
軒
の
住
宅

に
賃
借
入
が
二
人
以
上
い
る
場
合
に
も
優
先
弁
済
を
受
け
う
る
各
保
証
金

額
の
合
算
額
が
当
該
住
宅
の
価
格
の
二
分
の
一
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
(
同
法
施
行
令
三
条
二
、
三
、
四
項
)
。

③
少
額
保
証
金
額
の
う
ち
、
上
の
よ
う
な
一
定
の
金
額
は
他
の
担
保
物

権
者
よ
り
優
先
し
て
弁
済
を
受
け
る
。
国
税
、
地
方
税
等
租
税
債
権
よ
り

も
優
先
し
て
弁
済
を
受
け
る
。

第
六
節

賃
貸
借
期
間
、
更
新
等

そ
の
他
の
重
要
な
内
容
だ
け
見
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

北法50(4・200)876

賃
貸
借
期
間

期
限
の
定
め
が
な
い
、
あ
る
い
は
期
間
を
二
年
未
満
で
定
め
た
賃
貸
借

は
そ
の
期
間
を
二
年
間
と
見
倣
す
(
同
法
四
条
一
項
本
文
)
。
賃
借
入
の

居
住
安
定
の
た
め
に
賃
貸
借
契
約
期
間
を
最
低
限
二
年
間
保
障
し
た
も
の

で
あ
る
。
現
在
は
契
約
期
間
を
二
年
間
と
約
定
す
る
の
が
取
引
の
一
般
的

(ω) 

な
実
情
で
あ
る
。

も
っ
と
も
当
事
者
の
個
人
的
な
事
情
に
よ
っ
て
賃
貸
借
期
間
を
二
年
未

満
(
例
え
ば
一
年
間
)
に
約
定
す
る
場
合
も
た
ま
に
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、

賃
貸
人
は
賃
貸
期
聞
が
一
年
間
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

(
同
法
一

O
条
は
、
賃
借
入
に
不
利
な
約
定
は
そ
の
妓
力
が
な
い
と
規
定

す
る
)
。
し
か
し
賃
借
入
か
ら
は
賃
貸
借
期
間
は
一
年
だ
と
主
張
す
る
こ

(
切
)

と
が
で
き
る
(
同
法
四
条
一
項
但
し
書
き
)
。

賃
貸
借
が
終
了
し
た
場
合
に
も
賃
借
入
が
保
証
金
を
返
還
し
て
も
ら

う
ま
で
は
賃
貸
借
関
係
は
存
続
す
る
こ
と
と
見
倣
す
の
で
(
同
法
四
条
二

項
)
、
賃
借
入
は
賃
借
保
証
金
の
返
還
ま
で
賃
借
住
宅
の
引
渡
し
(
返
還
)

を
拒
否
し
う
る
し
、
対
抗
要
件
を
備
え
た
賃
借
入
は
、
賃
借
住
宅
の
譲
受

人
に
対
し
て
も
賃
借
保
証
金
の
返
還
(
弁
済
)
ま
で
引
渡
を
拒
否
で
き
る
。



契
約
の
吏
新

賃
貸
人
が
、
期
間
満
了
の
六
か
月
1
一
か
月
前
に
賃
借
入
に
対
し
て
契

約
更
新
の
拒
絶
の
通
知
等
を
し
な
か
っ
た
場
合
や
、
賃
借
入
が
賃
貸
借
期

間
の
満
了
一
か
月
前
ま
で
退
去
の
通
知
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の

期
間
の
満
了
の
際
、
前
賃
貸
借
と
同
一
の
条
件
で
ま
た
賃
貸
借
契
約
が
締

結
さ
れ
た
こ
と
と
見
倣
す
(
同
法
六
条
一
項
)
。
こ
の
場
合
、
賃
貸
借
の

存
続
期
間
は
定
め
が
な
い
と
見
倣
さ
れ
る
の
で
(
同
条
二
項
)
、
自
動
的

に
更
新
さ
れ
た
賃
貸
借
期
間
も
二
年
間
に
な
る
(
同
法
四
条
一
項
)
。
た

だ
し
賃
借
入
か
ら
は
い
つ
で
も
契
約
解
止
の
通
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

し
、
こ
の
場
合
賃
貸
人
が
そ
の
解
止
通
告
を
受
け
た
日
か
ら
三
か
月
が
経

過
す
れ
ば
契
約
は
解
止
さ
れ
る
(
同
法
第
六
条
の
二
第
一
、
二
項
、

九
九
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
)
。

韓国における住宅賃貸借

保
証
金
・
借
賃
の
増
減
請
求

約
定
さ
れ
た
保
証
金
や
借
賃
が
経
済
事
情
の
変
動
等
で
相
場
と
合
致
し

な
い
場
合
に
は
雨
当
事
者
は
そ
の
増
減
(
賃
貸
人
は
増
額
、
賃
借
人
は
減

額
)
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
同
法
七
条
)

0

四

一
時
使
用
の
賃
貸
借

同
法
は
一
時
使
用
の
た
め
の
賃
貸
借
に
は
そ
の
適
用
が
な
い
(
同
法
十

一
条
)
。

第
七
節

保
証
金
返
還
請
求
訴
訟
の
迅
速
な
裁
判

九

一
九
九
九
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
改
正
法
第
一
三
条
は
、

賃
借
入
の
賃
貸
人
に
対
す
る
保
証
金
返
還
請
求
訴
訟
に
関
し
て
は
少
額
事

件
審
判
法
を
準
用
す
る
。
同
法
に
よ
る
と
、
法
院
は
受
け
付
け
た
訴
状
を

直
ち
に
被
告
に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
六
条
)
。
第
一
回
弁
論
期

日
は
訴
状
を
受
け
付
け
る
と
直
ち
に
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
七

条
)
。
証
拠
調
査
も
法
院
が
職
権
で
で
き
、
証
人
の
喚
問
に
対
し
て
も
裁

判
官
が
ま
ず
訊
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
一

O
条
)
。
ま
た
判
決
も
弁
論

終
決
の
際
直
ち
に
言
い
渡
す
こ
と
も
で
き
、
判
決
理
由
の
記
載
も
省
略
で

き
る
(
一
一
条
の
二
)
。

少
額
審
判
事
件
(
現
在
は
訴
額
が
二
千
万
ウ
ォ
ン
以
下
の
金
銭
支
給
事

件
)
で
は
、
第
一
回
弁
論
期
日
が
訴
状
の
受
け
付
け
の
こ
、
三
週
間
後
の

日
に
指
定
さ
れ
、
弁
論
も
大
体
一
、
二
回
だ
け
で
終
決
さ
れ
、
弁
論
終
決

の
際
直
ち
に
そ
の
法
廷
で
判
決
を
宣
告
し
、
判
決
文
に
は
判
決
理
由
も
記

載
し
な
い
の
が
実
際
の
裁
判
の
実
務
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
訴
状
の
提
出

後
お
よ
そ
一
か
月
以
内
に
勝
訴
判
決
を
得
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
住
宅

に
関
す
る
賃
借
保
証
金
返
還
訴
訟
で
は
、
請
求
金
額
が
少
額
事
件
を
超
過

北法50(4・201)877
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す
る
と
き
で
も
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
上
記
の
新
設
条
項
に
よ
る
迅
速

な
裁
判
が
行
わ
れ
、
賃
借
入
の
権
利
(
賃
借
保
証
金
の
返
還
)
が
よ
り
迅

速
に
救
済
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

第
四
章

お
わ
り
に

以
上
で
韓
国
の
住
宅
賃
貸
借
を
概
観
し
て
み
た
。
要
す
る
に
韓
国
で
は

外
国
で
は
見
ら
れ
な
い
慣
習
上
の
伝
貰
制
度
が
今
で
も
住
宅
賃
貸
借
取
引

の
一
般
的
な
形
態
で
あ
る
。
住
宅
賃
借
人
の
法
的
地
位
保
障
の
た
め
の
住

宅
賃
貸
借
保
護
法
は
一
九
八
一
年
制
定
さ
れ
、
そ
の
後
現
在
ま
で
四
回
の

改
正
を
経
て
住
宅
賃
借
権
は
さ
ら
に
強
化
さ
れ
、
物
権
と
殆
ん
ど
差
異
の

な
い
程
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

物
権
法
上
の
伝
貰
権
に
は
当
該
住
宅
を
使
用
・
収
益
で
き
る
用
益
物
権

の
側
面
だ
け
で
な
く
、
伝
貰
金
に
対
す
る
競
売
申
請
権
、
優
先
弁
済
権
が

認
め
ら
れ
る
担
保
物
権
的
な
側
面
も
あ
っ
て
、
当
該
住
宅
の
継
続
的
な
居

住
が
な
く
て
も
設
定
登
記
だ
け
で
最
も
強
力
な
保
護
が
認
め
ら
れ
る
。
そ

れ
に
対
し
、
住
宅
賃
貸
借
保
護
法
上
の
賃
借
入
は
、
賃
貸
借
期
間
中
ず
っ

と
継
続
的
な
居
住
お
よ
び
住
民
登
録
が
要
求
さ
れ
、
ま
た
競
売
請
求
権
も

な
く
‘
賃
貸
人
を
相
手
方
に
し
て
賃
借
保
証
金
返
還
の
勝
訴
判
決
を
得
て

競
売
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
不
利
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
韓
国
で
は
住
宅
に
関
す
る
限
り
、
物
権
の
伝
貰
権
の
利
用
は
殆
ん

ど
な
く
、
大
部
分
が
住
宅
賃
貸
借
保
護
法
の
規
定
に
依
存
し
て
い
る
の
は

前
述
の
通
り
で
あ
る
。
ま
た
以
前
の
同
法
で
は
、
賃
借
入
は
賃
貸
借
期
間

が
終
了
し
た
以
後
で
も
賃
借
保
証
金
の
全
額
を
返
し
て
も
ら
う
ま
で
現
実

的
に
居
住
し
、
ま
た
住
民
登
録
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、

改
正
法
に
し
た
が
っ
て
一
九
九
九
年
三
月
一
日
か
ら
は
賃
貸
借
が
終
了
し

て
も
保
証
金
を
返
し
て
も
ら
わ
な
か
っ
た
賃
借
入
は
、
法
院
の
賃
借
権
登

記
命
令
の
記
入
登
記
に
よ
っ
て
対
抗
力
と
優
先
弁
済
権
を
維
持
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
か
ら
、
賃
借
入
は
賃
借
保
証
金
を
全
額
返
還
し
て
も
ら
う
ま

で
継
続
し
て
居
住
し
、
住
民
登
録
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
不
便
は

除
去
さ
れ
、
住
宅
賃
借
権
に
対
す
る
物
権
化
は
さ
ら
に
強
化
さ
れ
た
。

要
す
る
に
、
対
抗
力
(
引
渡
し
、
住
民
登
録
)
と
確
定
日
付
を
備
え
た

賃
借
権
は
物
権
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
程
の
も
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
住
宅
に
限
定
し
て
韓
国
の
賃
借
権
制
度
を
概
観
し
た
が
、
紙

面
と
時
間
の
制
約
の
た
め
に
詳
細
な
理
論
を
展
開
で
き
な
か
っ
た
の
が
残

念
で
あ
る
。
よ
り
詳
し
く
は
韓
国
の
数
多
く
の
判
例
と
文
献
を
参
照
さ
れ

(
日
)

た
い
。
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註
(
l
)
住
宅
の
保
有
率
(
普
及
率
)
と
い
う
の
は
総
住
宅
数
十
総
世
帯

数
で
あ
る
。

(2)
か郡
H

と
い
う
の
は
行
政
区
域
上
は
必
埠
ω

の
下
に
あ
る
自
治
団

体
だ
が
、
こ
こ
で
は
農
漁
村
地
域
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

(
3
)
政
府
の
統
計
庁
電
算
資
料
(
開
。
白
印
)
に
よ
れ
ば
、
一
九
九
五

年
度
の
全
国
の
住
宅
普
及
率
は
七
一
・
二
六
%
(
総
住
宅
数
九
、

二
O
四
、
九
二
九
十
総
世
帯
数
二
一
、
九
一
七
、
二
一
六
)
で
あ
る
。

(
4
)

一
般
的
に
伝
貰
金
、
伝
貰
保
証
金
、
賃
借
保
証
金
(
賃
貸
借
保

証
金
、
賃
貸
保
証
金
)
と
呼
ば
れ
る
が
単
に
保
証
金
と
も
呼
ば
れ

る
。
但
し
法
律
的
に
正
確
に
言
、
っ
と
物
権
法
上
の
伝
貰
権
制
度
の

場
合
に
は
「
伝
貰
金
」
と
い
う
用
語
が
、
債
権
法
上
の
賃
貸
借
の

場
合
は
「
賃
借
保
証
金
(
賃
貸
借
保
証
金
)
」
と
い
う
用
語
が
最

も
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
実
際
の
取
引
に
お
い
て
は
上
記
の
用

語
は
混
用
さ
れ
る
。
本
稿
で
も
伝
貰
金
、
伝
貰
保
証
金
、
賃
借
保

証
金
、
保
証
金
と
い
う
用
語
は
実
質
的
に
同
一
の
意
味
を
持
っ
て

い
る
と
見
て
よ
い
。

(
5
)

一
軒
の
独
立
建
物
で
あ
る
住
宅
を
言
、
っ
。
単
独
住
宅
の
中
に
数

世
帯
が
居
住
し
て
い
る
場
合
を
特
に
多
家
口
用
単
独
住
宅
と
呼
ぶ
。

(
6
)
共
同
住
宅
は
、
居
住
世
帯
数
と
大
き
さ
等
に
よ
っ
て
、
多
世
帯

住
宅
、
連
立
住
宅
、
ア
パ
ー
ト
に
分
れ
る
。
ア
パ
ー
ト
は
五
階
以

上
の
共
同
住
宅
を
い
い
(
住
宅
建
設
促
進
法
施
行
令
第
二
条
第
一

項
参
照
)
、
日
本
で
は
マ
ン
シ
ョ
ン
と
呼
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
。

(
7
)

一
九
九
九
年
六
月
現
在
の
為
替
相
場
に
よ
る
と
千
ウ
ォ
ン
が
百

円
で
あ
る
(
十
対
二
。

(
8
)
伝
貰
金
の
相
場
は
需
要
、
供
給
の
法
則
に
よ
っ
て
変
動
し
て
住

宅
の
価
格
の
入
O
%
に
達
し
た
時
も
あ
っ
た
が
(
例
え
ば
一
九
八

六
年

1
一
九
八
八
年
)
、
大
体
は
五

1
六
割
程
度
だ
と
見
れ
ば
よ

い
だ
ろ
う
。
実
例
を
見
ょ
う
。
一
九
九
九
年
五
月
現
在
の
不
動
産

市
場
の
相
場
に
よ
れ
ば
、
ソ
ウ
ル
江
南
区
に
あ
る
「
韓
信
ア
パ
ー

ト
」
の
場
合
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
四
五
坪
型

(
売
買
価
格
二
二
億
七
千
万
ウ
ォ
ン
、
伝
貰
価
格
一
一
億
八
千
万

ウ
ォ
ン
)
、
三
五
坪
型
(
売
買
価
格
一
二
億
五
千
万
ウ
ォ
ン
、
伝

貰
価
格
一
一
億
三
千
万
ウ
ォ
ン
)
、
二
七
坪
型
(
売
買
価
格
一
一

億
六
千
万
ウ
ォ
ン
、
伝
貰
価
格
一
一
億
ウ
ォ
ン
)
。

(
9
)
伝
貰
契
約
を
締
結
す
る
際
、
伝
貰
保
証
金
の
一
一
割
ぐ
ら
い
の
契

約
金
を
払
い
、
入
居
時
期
は
一
ヶ
月
後
に
定
め
る
の
が
一
般
的
で

あ
る
。
残
り
の
保
証
金
(
九
割
)
は
入
居
時
に
一
時
払
で
払
う
。

(
叩
)
こ
の
場
合
に
も
一
般
的
に
賃
借
保
証
金
、
伝
貰
保
証
金
、
保
証

金
等
で
呼
ば
れ
る
。

(
日
)
銀
行
の
利
子
率
で
あ
る
年
一
一
一
%
ぐ
ら
い
を
適
用
す
る
場
合
も

あ
る
が
、
一
般
の
私
債
市
場
の
高
利
率
で
あ
る
年
二
四
%
(
月
二

分
)
を
適
用
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
本
件
の
例
で
私
債
利
率

を
適
用
す
る
と
、
伝
貰
保
証
金
以
外
の
毎
月
の
借
賃
(
月
貰
)
は

百
万
ウ
ォ
ン
に
な
る
。

(
ロ
)
こ
の
よ
う
な
形
態
は
「
保
証
附
月
貰
(
ウ
オ
ル
セ
ご
で
あ
る
が
、
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一
般
的
に
「
伝
貰
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
た
だ
し
保
証
金
が
全

然
付
い
て
い
な
い
月
賞
(
無
保
証
月
賞
)
も
あ
る
。

(
日
)
一
九
九
五
年
度
の
政
府
の
統
計
庁
電
算
資
料
(
買
)
巴
印
)
に
よ

る
居
住
形
態
を
み
る
と
、
自
家
(
持
家
)
六
、
八
九
三
、
一
八
五

家
口
、
伝
貰
一
、
四
八
七
、
七
八
六
{
糸
口
、
保
証
附
月
貰
四
八
四
、

O
七
六
家
口
、
無
保
証
月
貰
四
一
、
六
八
七
家
口
、
サ
グ
ォ
ル
セ

(
一
0
ヵ
月
分
の
借
賃
を
入
居
時
支
払
う
、
月
貰
の
一
種
で
大
部

等
一
部
地
域
に
あ
る
)
五
八
、

O
一
四
家
口
、
無
償
二
三
六
、
二

一
六
家
口
、
其
他
三
、
九
六
五
家
口
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

持
家
率
は
七
四
・
六
%
で
、
残
り
は
他
人
所
有
の
住
宅
で
居
住
し

て
い
る
。
貸
家
の
中
、
純
粋
な
伝
貰
は
七
一
・
八
%
を
占
め
て
い

る
。
た
だ
し
保
証
附
月
貰
、
無
保
証
月
貰
、
サ
グ
オ
ル
セ
は
、
零

細
民
が
単
独
住
宅
の
一
部
を
借
り
て
居
住
す
る
も
の
が
大
部
分
で

あ
る
。

(
M
H
)

郭
潤
直
『
物
権
法
』
(
一
九
九
六
年
)
四
五
三
頁
、
郭
潤
直
編

『
民
法
注
解
明
町
』
(
一
九
九
六
年
)
一
五
五
頁
、
高
刻
龍
「
韓
国
に

お
け
る
住
宅
賃
貸
借
制
度
の
形
成
と
課
題
」
星
野
英
一
先
生
古
稀

祝
賀
論
文
集
『
日
本
民
法
学
の
形
成
と
課
題
(
下
)
』
(
一
九
九
六

年
)
一
二
八
二
頁
。

(
日
)
民
議
院
法
制
司
法
委
員
会
民
法
案
審
議
小
委
員
会
の
『
民
法
案

審
議
録
(
上
)
』
一
八
三
頁
(
郭
潤
直
編
『
民
法
註
解
羽
』
一
五
八

頁
で
再
引
用
)
。

(
同
)
家
賃
の
不
払
は
、
伝
貰
保
証
金
額
の
一
部
を
借
賃
に
換
算
し
て

別
途
に
支
払
す
る
形
態
、
例
え
ば
伝
貰
保
証
金
五
千
万
ウ
ォ
ン
に

毎
月
借
賃
(
月
貰
)
百
万
ウ
ォ
ン
と
言
う
方
式
で
約
定
す
る
場
合

(
保
証
付
月
貰
)
に
生
ず
る
。

(
口
)
契
約
期
間
の
二
年
が
経
過
す
れ
ば
伝
貰
保
証
金
の
相
場
も
上
昇

す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
一
九
九
三
年
以
後
に
は
住
宅
価
格

の
下
落
と
共
に
伝
貰
保
証
金
の
相
場
も
少
し
下
落
し
た
。
こ
れ
は

常
に
需
要
供
給
の
要
因
に
従
っ
て
変
動
す
る
。

(
同
)
反
対
説
も
あ
る
が
、
登
記
が
な
さ
れ
て
い
な
い
伝
貰
、
即
ち
未

登
記
伝
貰
は
一
般
的
に
債
権
的
伝
貰
と
呼
ば
れ
、
そ
の
法
律
的
性

質
を
債
権
法
上
の
賃
貸
借
と
見
る
の
が
通
説
、
判
例
で
あ
る
。

(
悶
)
分
割
な
い
し
区
分
所
有
の
不
可
能
な
一
つ
の
不
動
産
の
一
部
に

対
す
る
伝
貰
権
者
に
、
目
的
物
全
部
に
つ
い
て
の
競
売
申
請
権
が

認
め
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
問
題
は
あ
る
が
、
肯
定
す
べ
き
で

あ
ろ
う
(
郭
潤
直
『
物
権
法
』
四
八
七
頁
)
。
と
に
か
く
目
的
不
動

産
の
全
部
が
競
売
さ
れ
た
場
合
に
は
、
一
部
に
対
す
る
伝
貰
権
者

で
も
そ
の
目
的
物
の
全
部
に
対
し
て
の
優
先
弁
済
権
が
認
め
ら
れ

て
い
る
。

(
却
)
事
務
室
、
工
場
、
底
鏑
等
の
住
宅
以
外
の
建
物
に
つ
い
て
は
、

利
用
者
が
契
約
の
終
了
時
の
伝
貰
金
の
返
還
を
確
保
す
る
た
め
に

伝
貰
権
登
記
を
す
る
例
が
た
ま
に
あ
る
。

(
幻
)
不
動
産
賃
借
権
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
賃
借
権
物
権
説
、
賃

借
権
債
権
説
、
賃
借
権
物
権
化
説
に
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、
賃
借

権
物
権
化
説
が
韓
国
で
の
現
在
の
多
数
説
で
あ
ろ
う
(
郭
潤
直
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吋
債
権
各
論
』
三
三
七
頁
)
0

(
泣
)
日
本
の
最
高
裁
判
所
の
よ
う
な
、
上
告
審
、
最
高
審
で
あ
る
。

(
お
)
韓
国
で
は
「
押
留
」
と
呼
ば
れ
る
。

(
担
)
そ
の
後
現
在
ま
で
、

4
回
改
正
さ
れ
た
。

(
お
)
大
法
院
一
九
八
七
年
三
月
二
O
日
宣
告
八
六
(
ダ
カ
)
八
二
一
一
一

判
決
、
一
九
九
六
年
三
月
一
一
一
日
宣
告
九
五
(
ダ
)
五
一
九
五
三

判
決
等
。

(
お
)
大
法
院
一
九
九
五
年
三
月
十
日
宣
告
九
四
(
ダ
)
五
二
五
二
二

判
決
、
一
九
九
六
年
三
月
十
二
日
宣
告
九
五
(
ダ
)
五
一
九
五
三

判
決
。

(
幻
)
住
宅
に
つ
い
て
は
か
住
民
登
録
H

が
公
示
方
法
に
な
る
が
、
庖

錦
、
工
場
等
の
非
住
居
用
建
物
に
対
し
て
は

w
住
民
登
録
H

の
よ

う
な
公
示
方
法
が
な
い
の
で
、
専
ら
物
権
法
上
の
登
記
だ
け
が
公

示
方
法
に
な
る
。
実
際
に
も
、
こ
れ
ら
の
非
居
住
用
建
物
に
つ
い

て
は
伝
貰
金
の
返
還
を
確
保
す
る
た
め
に
伝
貰
権
登
記
を
す
る

(
抵
当
権
の
設
定
登
記
を
す
る
場
合
も
あ
る
)

0

(
お
)
住
民
登
録
の
閲
覧
ま
た
は
謄
・
抄
本
の
交
付
申
請
は
、
当
時
は

誰
に
も
認
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
現
在
は
本
人
ま
た
は
世
帯

員
(
代
理
人
を
含
む
)
だ
け
に
許
容
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
り
、

例
外
的
に
公
務
上
必
要
な
場
合
、
訴
訟
・
非
訴
事
件
・
競
売
目
的

遂
行
上
必
要
な
場
合
に
限
っ
て
、
立
証
資
料
を
添
付
し
た
利
害
関

係
あ
る
第
三
者
に
も
許
容
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
(
住
民
登
録
法
第

十
八
条
第
二
項
、
同
施
行
令
四
五
条
)
。
一
般
的
に
、
当
該
住
宅
に

住
ん
で
い
る
賃
借
入
の
住
民
登
録
票
の
閲
覧
等
は
で
き
な
い
の
で
、

公
示
方
法
と
し
て
は
疑
問
が
あ
る
。

(
却
)
大
法
院
一
九
九
七
年
七
月
十
一
日
宣
告
九
六
(
ダ
)
七
二
三
六

判
決
。

(
初
)
大
法
院
一
九
九
八
年
一
月
二
三
日
宣
告
九
七
(
ダ
)
四
七
八
二

八
判
決
等
確
立
さ
れ
た
判
例
で
あ
る
。

(
訂
)
大
法
院
一
九
八
七
年
十
月
二
六
日
宣
告
人
七
(
ダ
カ
)
一
四
判

決
、
一
九
九
六
年
一
月
二
六
日
宣
告
九
五
(
ダ
)
三

o=一
三
八
判
決
。

(
お
)
大
法
院
一
九
九
七
年
七
月
十
一
日
宣
告
九
七
(
ダ
)
一

O
O
二

四
判
決
等
。

(
お
)
大
法
院
一
九
九
一
年
八
月
十
三
日
宣
告
九
一
(
ダ
)
一
八
一
一

八
判
決
。

(M)
例
え
ば
一
億
ウ
ォ
ン
の
住
宅
(
主
に
新
築
ア
パ
ー
ト
)
を
買
い

受
け
な
が
ら
銀
行
か
ら
例
え
ば
二
O
年
i
一
五
年
の
分
割
償
還
の

条
件
で
千
万
ウ
ォ
ン
の
融
資
を
受
け
た
場
合
、
銀
行
は
当
該
住
宅

に
一
番
の
抵
当
権
の
設
定
登
記
を
す
る
。
こ
の
住
宅
を
賃
借
保
証

金
(
例
え
ば
五
千
万
ウ
ォ
ン
)
を
払
っ
て
借
り
た
賃
借
人
は
銀
行

の
一
番
抵
当
権
よ
り
は
後
順
位
で
対
抗
力
を
取
得
す
る
し
か
な
い
。

そ
の
後
住
宅
の
所
有
者
が
二
番
の
抵
当
権
を
設
定
し
、
例
え
ば
一
一
一

千
万
ウ
ォ
ン
を
借
り
た
が
、
弁
済
が
不
可
能
に
な
っ
て
結
局
競
売

(
抵
当
権
の
実
行
)
の
手
続
き
で
競
落
さ
れ
た
場
合
、
賃
借
入
は

対
抗
力
は
備
え
た
が
一
番
の
抵
当
権
よ
り
は
後
順
位
で
あ
る
か
ら

競
落
人
に
対
し
て
も
賃
借
権
を
主
張
で
き
な
い
し
、
ま
た
住
宅
の
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引
渡
し
及
び
住
民
登
録
だ
け
で
は
競
落
代
金
か
ら
の
配
当
を
受
け

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
一
番
の
抵
当
権
者
に
配
当
さ
れ
残
っ

た
金
額
は
賃
借
権
者
よ
り
も
後
順
位
で
あ
る
二
番
抵
当
権
者
に
配

当
さ
れ
、
賃
借
入
は
も
っ
と
不
利
に
な
る
。
賃
借
入
は
こ
の
よ
う

な
不
利
さ
を
免
れ
る
た
め
に
は
後
述
の
確
定
日
附
を
受
け
て
置
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
た
と
え
ば
賃
借
入
の
対
抗
要
件

(
引
渡
し
、
住
民
登
録
)
と
確
定
日
附
が
す
べ
て
第
二
順
位
の
抵

当
権
者
よ
り
先
で
あ
る
と
き
に
、
競
落
代
金
の
配
当
は
一
番
抵
当

権
者
、
賃
借
入
、
二
番
抵
当
権
者
の
順
番
で
行
わ
れ
る
。

(
お
)
大
法
院
一
九
九
八
年
一
月
一
一
一
一
一
日
宣
告
九
七
(
ダ
)
四
三
四
六

へ
間
夫
。

ノ

1
i

(
お
)
賃
借
住
宅
の
競
売
の
時
、
こ
の
よ
う
な
対
抗
力
を
持
つ
賃
借
入

が
存
在
す
る
場
合
、
競
売
法
院
は
N

対
抗
力
を
持
つ
賃
借
入
有
り
4

と
公
示
す
る
。
応
札
者
(
韓
国
で
は
入
札
の
方
法
を
取
っ
て
い
る
)

は
、
自
分
に
落
札
さ
れ
て
も
、
対
抗
力
を
持
っ
て
い
る
賃
借
保
証

金
を
賃
借
入
に
弁
済
し
な
け
れ
ば
賃
借
住
宅
の
引
渡
し
を
受
け
る

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
対
抗
力
あ
る
保
証
金
の
額
を
勘
案
し
て
、

最
低
入
札
価
が
鑑
定
価
格
か
ら
こ
の
対
抗
力
あ
る
賃
借
保
証
金
額

を
控
除
し
た
金
額
以
下
に
下
が
ら
な
け
れ
ば
応
札
し
な
い
の
で
あ
る
。

(
幻
)
大
法
院
一
九
九
四
年
三
月
一
一
日
宣
告
九
三
(
ダ
)
二
九
六
四

八
判
決
等
多
数
。

(
お
)
大
法
院
一
九
九
七
年
一

O
月
一

O
日
宣
告
九
五
(
ダ
)
四
四
五

九
七
判
決
。

(
ぬ
)
住
宅
の
引
渡
し
を
受
け
(
引
っ
越
し
て
住
民
登
録
を
し
、
確
定

日
付
を
受
け
る
と
い
う
順
で
行
わ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

(
叫
)
大
法
院
一
九
九
七
年
二
一
月
一
一
一
日
宣
告
九
七
(
ダ
)
一
一
二
三

九
三
判
決
。

(
幻
)
大
法
院
一
九
九
六
年
七
月
一
一
一
日
宣
告
九
四
(
ダ
)
三
七
六
四

六
判
決
。

(
位
)
即
ち
、
抵
当
権
、
伝
貰
権
の
登
記
日
付
と
賃
借
入
の
優
先
弁
済

権
取
得
日
付
(
引
渡
し
、
住
民
登
録
、
確
定
日
付
の
三
つ
の
要
件

の
う
ち
一
番
後
の
日
付
)
の
先
後
に
よ
っ
て
優
劣
が
決
定
さ
れ
る
。

(
日
)
大
法
院
一
九
九
二
年
一

O
月
一
一
一
一
日
宣
告
九
二
(
ダ
)
三
O
五

九
七
判
決
。

(
叫
)
大
法
院
一
九
九
O
年
八
月
二
四
日
宣
告
九
O

(
ダ
カ
)
一
一
一
一
一

七
七
判
決
。

(
羽
)
韓
国
で
も
土
地
(
敷
地
)
と
建
物
は
別
個
の
不
動
産
で
あ
る
。

登
記
簿
も
土
地
登
記
簿
と
建
物
登
記
簿
に
分
か
れ
て
い
る
。

(
判
)
こ
の
選
択
権
は
競
落
人
の
買
受
代
金
の
決
定
を
と
て
も
困
難
に

す
る
の
で
、
立
法
的
な
解
決
を
図
る
べ
き
だ
と
い
う
意
見
が
多
い
。

し
か
し
実
際
に
は
、
賃
借
入
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
優
先
弁
済
権

を
行
使
し
て
い
る
の
で
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
幻
)
対
抗
力
と
確
定
日
付
を
備
え
た
賃
借
入
に
競
売
申
請
権
を
賦
与

す
べ
き
だ
と
い
う
見
解
も
さ
れ
て
い
る
。

(
必
)
大
法
院
一
九
九
八
年
一

O
月
一
三
日
宣
告
九
八
(
ダ
)

七
九
判
決
。
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(
的
)
従
来
は
、
賃
貸
借
期
間
は
主
に
一
年
間
と
約
定
さ
れ
て
来
た
が
、

賃
借
入
の
住
居
安
定
の
た
め
一
九
八
九
年
一
二
月
一
一
一
O
日
の
法
律

改
正
に
よ
っ
て
賃
貸
借
期
聞
が
最
低
限
二
年
間
に
な
っ
た
。
そ
れ

以
来
、
実
際
の
取
引
に
於
い
て
も
二
年
間
に
定
め
ら
れ
る
の
が
一

般
的
で
あ
る
。

(
印
)
賃
貸
借
期
間
を
二
年
未
満
に
約
定
さ
れ
た
場
合
、
従
前
は
、
賃

借
入
も
二
年
未
満
の
約
定
の
期
間
を
主
張
し
う
る
か
否
か
に
つ
い

て
争
い
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
賃
借
入
の
保
護
の
た
め
一
九
九
九

年
三
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
同
法
第
四
条
第
一
項
但
し
書
き
(
新

設
)
は
、
「
但
し
、
賃
借
入
は
二
年
未
満
に
定
め
ら
れ
た
期
間
が
有

効
だ
と
主
張
で
き
る
」
と
い
う
明
文
の
規
定
を
設
け
た
の
で
、
賃

借
入
は
約
定
の
賃
貸
借
期
間
で
あ
る
一
年
間
を
主
張
す
る
か
或
は

最
低
限
の
法
定
期
間
で
あ
る
二
年
間
を
主
張
す
る
か
を
選
択
で
き

る
こ
と
に
な
っ
た
。

(
日
)
裁
判
例
に
つ
い
て
は
、
大
法
院
で
発
刊
さ
れ
る
法
院
公
報
(
判

例
公
報
)
を
参
照
。
文
献
に
つ
い
て
は
、
郭
潤
直
『
物
権
法
』
、

『
債
権
各
論
』
(
博
英
社
)
、
同
編
『
民
法
注
解
』
(
博
英
社
)
、
金

曲
目
漢
編
『
註
釈
債
権
各
則
』
(
韓
国
司
法
行
政
学
会
)
、
李
英
俊
編

『
註
釈
物
権
法
』
(
韓
国
司
法
行
政
学
会
)
、
そ
の
他
の
論
文
を
参

照
。
日
本
語
の
文
献
と
し
て
は
、
高
知
畑
龍
前
掲
注

(
U
)
の
論
文

と
伊
藤
進
「
韓
国
に
お
け
る
不
動
産
利
用
権
に
関
す
る
法
律
の
改

正
」
『
民
法
論
下
(
物
権
・
債
権
)
』
(
一
九
九
四
年
)
五
O
頁
以
下

を
参
照
。
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